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総合文化研究第 31 巻第 3号（2026.3） ― 54（39）―

　

本
稿
は
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
黄
表

紙
『
前編
真
素
民
農
鏡
』（
三
巻
三
冊
）・『
後編
真
素
民
農
鏡
』（
二

巻
二
冊
）
の
翻
刻
、
お
よ
び
注
釈
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

紙
幅
の
関
係
上
、
今
回
は
『
前編
真
素
民
農
鏡
』
一
丁
〜
十
丁

を
扱
う
。
ま
ず
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
所
蔵
本

（
函54-19

）
を
も
と
に
書
誌
情
報
を
記
す
。

・
書
型　

 

中
本
（
縦
一
七
・
六
糎
・
横
一
二
・
八
糎
）。
五

巻
五
冊
（
合
一
冊
）

・
表
紙　

茶
、
型
押
し
（
後
表
紙
）

・
外
題　

 「
天

神

七
代
記
真
素
民
農
鏡　

全
」（
後
題
簽
、
表
紙
に
貼

付
、
墨
書
き
）、「
前編
真
素
民
農
鏡
」（
原
題
簽
、

見
返
し
に
貼
付
）・「
後編
真
素
民
農
鏡
」（
原
題
簽
、

裏
見
返
し
に
貼
付
）

・ 

柱
刻　
「
天
神
七
代
記　

上
二
壱
」（
〜
下
十
・
〜
上
十
五
、

中
十
六
〜
下
二
十
五
）。
＊
冒
頭
一
丁
分
丁
付
け
な
し

・
作
者
／
画
師　

信
夫
疏
彦
（
二
十
五
丁
裏
）
／
不
明

・
序
者　

武
光
散
人
（
一
丁
裏
）

・
板
元　

秩
父
屋
（
原
題
簽
）

・
刊
記
・
広
告　

な
し

　

黄
表
紙
と
は
、
草
双
紙
（
絵
入
り
小
説
）
の
一
種
で
、
安

永
四
年
（
一
七
七
五
）
刊
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』（
恋
川
春
町
）

を
嚆
矢
と
す
る
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
当
時
の
知
識
人
た

る
武
士
作
家
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
知
識
人
を
読
者
対
象
と

す
る
ジ
ャ
ン
ル
で
、
教
養
を
前
提
と
し
た
「
戯
謔
」
性
や
「
可

笑
味
」
が
そ
の
特
徴
と
さ
れ
る
（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』

「
黄
表
紙
」
の
項
〈
水
野
稔
執
筆
〉、
小
学
館
、
一
九
八
四
）。

し
か
し
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
か
ら
始
ま
っ
た
寛
政
改

革
に
よ
っ
て
、
黄
表
紙
は
質
的
な
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
改
革
下
で
発
令
さ
れ
た
出
版
規
制
等
を
受
け
て
、
作
者
、

書
肆
と
も
に
「
よ
り
広
く
多
数
の
購
買
者
を
獲
得
で
き
る
優

良
な
商
品
」
を
目
指
す
よ
う
に
な
り
（
鈴
木
俊
幸
『
江
戸
の

読
書
熱
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
）、
一
般
庶
民
の
親
し
め
る

平
易
さ
に
加
え
、
改
革
の
方
針
に
迎
合
し
、
勧
善
懲
悪
や
教

訓
を
押
し
出
し
た
作
品
が
徐
々
に
増
加
す
る
（
大
屋
多
詠
子

【
翻
　
刻
】『

前編

真
素
民
農
鏡
』・『
後編

真
素
民
農
鏡
』　

翻
刻
と
注
釈
（
一
）

伊 

與 

田　
　

麻 

里 

江
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「
勧
善
懲
悪
」『
江
戸
文
学
』
三
四
、
二
〇
〇
六
・
六
）。
そ

し
て
、
内
容
の
変
化
に
伴
っ
て
次
第
に
長
編
化
し
た
黄
表
紙

は
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
頃
を
堺
に
合
巻
と
呼
ば
れ
る

ジ
ャ
ン
ル
へ
と
移
行
す
る
。『
真
素
民
農
鏡
』
が
創
作
・
刊

行
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
黄
表
紙
が
合
巻
へ
と
移
り
変
わ
ろ

う
と
す
る
時
期
で
あ
っ
た
。

　
『
真
素
民
農
鏡
』
の
特
色
は
、
何
よ
り
そ
の
注
釈
書
的
な

内
容
に
あ
る
。
本
書
は
『
日
本
書
紀
』
巻
之
一
「
神
代
上
」

に
も
と
づ
い
て
、
主
に
、
天
地
開
闢
か
ら
天
照
大
神
、
素
戔

嗚
の
代
ま
で
の
事
跡
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
単

な
る
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
も
提
示
し
て
い

る
。
周
知
の
通
り
、『
日
本
書
紀
』
の
神
代
巻
は
神
道
に
お

い
て
重
視
さ
れ
、
そ
の
注
釈
は
神
道
の
展
開
と
密
接
に
関
係

し
て
い
る
。
本
作
も
神
道
史
の
一
端
に
連
な
る
内
容
を
持

つ
。
こ
の
よ
う
な
作
品
は
、「
戯
謔
」
性
や
「
可
笑
味
」
を

特
色
と
す
る
改
革
前
の
黄
表
紙
に
お
い
て
も
、
平
易
で
庶
民

的
な
改
革
後
の
黄
表
紙
に
お
い
て
も
珍
し
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
本
作
は
、
文
化
元
〜
二
年
（
一
八
〇
四
〜
五
）
頃
に

「
日
本

記
略
天
神
七
代
記
」（
五
巻
五
冊
）
と
解
題
、
再
板
さ
れ
た

上
（
棚
橋
正
博
『
黄
表
紙
総
覧
』
中
編
、
青
裳
堂
書
店
、
一

九
八
九
）、
十
返
舎
一
九
に
よ
る
続
編
『
日
本

記
略
地
神
五
代
記
』

（
五
巻
五
冊
、
文
化
元
年
刊
）
も
創
作
さ
れ
た
。
一
見
、
黄

表
紙
ら
し
か
ら
ぬ
作
品
の
需
要
が
見
込
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
過
渡
期
の
黄
表
紙
の
あ
り
よ
う
が
う
か
が
え
る
。

　

本
書
の
作
者
信
夫
疏
彦
は
、
儒
者
の
信
夫
顕あ

き

祖も
と

と
推
定
さ

れ
て
い
る
（
高
木
好
次
「
黄
表
紙
に
於
け
る
謡
曲
と
狂
言
と

に
就
い
て
」『
江
戸
文
化
』
四
│
二
、
一
九
三
〇
・
二
）。
本

書
は
儒
教
に
よ
っ
て
神
代
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
儒
家
神
道

の
系
譜
に
あ
り
、
儒
者
で
あ
る
顕
祖
が
創
作
し
た
可
能
性
は

十
分
考
え
得
る
。
儒
者
が
黄
表
紙
を
手
掛
け
る
事
例
が
稀
少

な
こ
と
に
加
え
、
学
問
と
俗
文
芸
が
交
差
す
る
一
点
を
示
し

て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
興
味
深
い
作
品
で
あ
る
。

【
凡
例
】

・ 

都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
所
蔵
本
（
函54-19

）
を
底

本
と
す
る
。

・ 

基
本
的
に
、
仮
名
遣
い
、
濁
点
、
踊
り
字
、
旧
字
、
異
体

字
な
ど
は
原
文
の
ま
ま
と
す
る
。
誤
記
も
正
さ
ず
そ
の
ま

ま
と
し
、（
マ
マ
）
と
注
記
し
た
。

・ 

た
だ
し
、
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
て
適
宜
句
読
点
を
挿
入

し
、
平
仮
名
を
漢
字
に
改
め
た
。
原
文
の
仮
名
は
ル
ビ
の

か
た
ち
で
示
し
た
。

・
原
文
の
ふ
り
が
な
は
（　

）
で
く
く
っ
て
示
し
た
。

・ 

紙
幅
の
関
係
上
、『
日
本
書
紀
』
は
『
書
紀
』
と
略
称
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
言
及
す
る
『
書
紀
』
本
文
は
、
特
に
断
ら

な
い
限
り
、
す
べ
て
巻
之
一
「
神
代
上
」
の
も
の
で
あ
る
。

+伊與田麻里江様（三校）.indd   40+伊與田麻里江様（三校）.indd   40 2026/03/12   15:55:302026/03/12   15:55:30



『前編真素民農鏡』・『後編真素民農鏡』　翻刻と注釈（一）

総合文化研究第 31 巻第 3号（2026.3） ― 52（41）―

蓋
聞
上
古
の
書
紀
、
澂
曲
の
言
十
七
、
於
是
諸
家
の
説
数（

サ
ク
サ
ク
）々。

然
る
尚p

不p

一
也
。
斉
物
論
曰
、
道
隠
於
小
成
、
言
隠
於
栄

花
、
其
然
矣
。
そ
れ
神（

カ
ミ
ヨ
）代
の
古

（
フ
ル
コ
ト
）
語
は
稗

（
ヒ
ヘ
）田
の
耳
、
大
の
毫

（
フ
デ
）、

人
の
知
る
所
也
。
吾
友
疏
彦
、
思
ひ
を
古
し
へ
に
つ
と
め
て

童
蒙
の
為
に
違

（
タ
カ
）へ
る
説
の
楔

（
ク
ヒ
セ
）を
ぬ
き
、
画
艸
紙
に
か
ひ
つ
ら

ね
、
題
し
て
真（

マ
ス
ミ
）

素
民
の
鏡
と
云
。　

武
光
散
人
誌

〈
注
〉

・ 

澂
曲
の
言
十
七
…
「
澂
」
は
「
澄
」
と
同
字
。「
澂
曲
」
は
、

文
章
の
抑
揚
の
こ
と
を
指
す
と
推
測
さ
れ
る
。
十
七
が
具

体
的
に
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
不
明
。

・ 

斉
物
論
曰
…
『
荘
子
』「
斉
物
論
第
二
」
の
一
節
を
指
す
。

道
は
小
成
（
小
さ
く
固
ま
る
）
に
覆
わ
れ
、
言
葉
は
栄
華

（
派
手
さ
）
に
覆
わ
れ
る
、
つ
ま
り
、
重
要
な
こ
と
は
見

え
に
く
い
と
い
う
こ
と
（『
老
子
・
荘
子
』
上
、
明
治
書
院
、

一
九
六
六
）。

・ 

稗
田
…
稗
田
阿
礼
（
生
没
年
不
明
）
の
こ
と
。
天
武
天
皇

の
勅
命
に
よ
っ
て
『
古
事
記
』
を
誦
習
し
た
人
物
。

・ 

大
…
太
安
麻
侶
（
〜
七
二
三
）
の
こ
と
。
元
明
天
皇
の
勅

命
に
よ
っ
て
『
古
事
記
』
を
選
録
し
た
人
物
。

・ 

真
素
民
の
鏡
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
一
で
、
伊
弉
諾

が
大
日
孁
尊
（
天
照
大
神
）
と
月
弓
尊
（
月
読
尊
）
を
生

み
出
し
た
と
き
に
持
っ
て
い
た
鏡
（「
白
銅
鏡
」）。

・ 
武
光
散
人
…
未
詳
。
山
崎
麓
氏
は
、
信
夫
疏
彦
と
同
人
と

す
る
が
（「
日
本
小
説
作
家
人
名
辞
書
」『
日
本
小
説
年
表

附
総
目
録
』
国
民
図
書
、
一
九
二
九
）、
棚
橋
正
博
氏
は

こ
れ
を
否
定
す
る
（『
黄
表
紙
総
覧
』
中
編
＊
前
掲
）。

【
一
丁
表
】【
一
丁
裏
】
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一（
ヒ
ト
ヨ
）代　

国
（
ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
）

常
立
尊

天
地
ひ
ら
け
て
其
間
に
生
る
ゝ
物
を
名
つ
け
て
命
と
云
。
わ

が
国
そ
の
上
、
中
化
の
気
男
女
と
化
し
、
相
交
て
子
を
生う

み
、

更
に
気
化
を
と
ゞ
む
。
鳥
獣
虫
魚
も
理
ま
た
外
な
し
。
生
育

日
々
に
し
て
万ば

ん

民み
ん

と
な
り
、
穴（

ケ
ツ
キ
ヨ
ヤ
シ
ヨ
）

居
野
処
し
て
肉
食
毛
衣
す
。

君
臣
上
下
の
礼
義
な
し
。
そ
の
さ
ま
鳥
獣け

だ
も
のに
近ち

か

し
。
其
中

に
清

（
ス
メ
ル
）

心
は
上
君
と
な
り
、
濁に

ご

る
心
は
下
臣
民
と
な
る
。
か

る
が
ゆ
へ
に
天
な
り
て
地
さ
だ
ま
る
と
云
。
神
聖

（
セ
イ
）

其
中
に

い
ま
す
神
と
は
す
な
は
ち
上
な
り
。
国
常
立
尊
、
は
じ
め
て

衆（
ヒ
ト
ク
サ
）

萌
の
中
よ
り
立
て
万ば

ん

民み
ん

に
上
と
し
て
五
倫
の
道み

ち

を
教お

し

へ
、

肉
食
を
減げ

ん

し
て
草
木
に
替か

へ
た
る
ゆ
へ
、
木
徳
を
以
て
常（

ト
ヨ
ケ
）食

の
御
名
あ
り
。
天
ノ
御
中
主
太
神
と
も
申
奉
る
。
し
か
る
と

き
は
君
臣
両
祖
、
国
初
大
元
の
神
君
、
伊
勢
皇
太
神
こ
れ
な

り
。

〈
注
〉

・ 

天
地
ひ
ら
け
て
…
『
書
紀
』
第
一
段
正
文
の
冒
頭
「
古

イ
ニ
シ
ヘ

天ア
メ

地ツ
チ

未イ
マ
タp

剖ワ
カ
レ、
陰メ

陽ヲ

不
サ
ル
ト
キp

分ワ
カ
レ、
混

マ
ロ
カ
レ
タ
ル
コ
ト
沌
如コ

ト
クw

鶏ト
リ
ノ
コ子
ノ

q

」
以

下
を
踏
ま
え
、
天
地
未
分
の
「
混
沌
」
状
態
か
ら
天
地
開

闢
ま
で
を
説
く
。

・ 

中
化
の
気
男
女
と
化
し
…
『
列
子
』「
天
瑞
第
一
」
の
「
清

軽
ナ
ル

者ノ
ハ

上ノ
ホ
テ

為ナ
ル

p

天
ト

。
濁
重
ナ
ル

者
ハ

下
テ

為
ル

p

地
ト

。
冲
和
ノ

気
ア
ル

者
ハ

為
ル

p

人
ト

。
故
ニ

天
地
含
ミ

p

精
ヲ

萬
物
化
生
ス

」
を
踏

ま
え
る
か
。
こ
の
文
章
は
、
天
地
開
闢
お
よ
び
三
才
（
天

地
人
）
の
開
始
を
説
い
た
も
の
で
、
伊
勢
神
道
の
教
説
を

ま
と
め
た
『
類
聚
神
祇
本
源
』（
元
応
二
年
〈
一
三
二
〇
〉

序
）
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

・ 

気
化
…
山
崎
闇
斎
『
神
代
巻
風
葉
集
』（
成
立
年
不
明
。

以
下
『
風
葉
集
』）
に
、「
我
神
道
四
焉
。
造
化
気
化
身
化

心
化
」
と
あ
り
、「
気
化
」
は
「
有
体
」（
形
が
あ
る
こ
と
）

だ
と
言
う
。
儒
教
の
「
気
」
に
基
づ
く
考
え
。

・ 

君
臣
上
下
の
礼
儀
な
し
…
天
地
未
分
の
「
混
沌
」
状
態
を
、

君
臣
の
別
が
な
く
、
人
が
鳥
獣
と
変
わ
ら
な
い
状
態
と

し
、
後
に
天
地
開
闢
と
と
も
に
君
臣
が
成
立
し
た
こ
と

（
後
述
）
へ
と
つ
な
げ
る
。

・ 
其
中
に
清
心
は
上
君
と
な
り
、
濁
る
心
は
下
臣
民
と
な
る

…
『
書
紀
』
第
一
段
正
文
「
其ソ

ノ

清ス
メ
ル陽

者
薄タ

ナ
ヒ
イ靡
テ

而
為ナ

ルp

天ア
メ
ト

。

重ニ
コ
レ
ル濁
者
淹ツ

ツ
イ滞
テ

而
為ナ

ルp

地
」
を
踏
ま
え
る
。
こ
れ
は
天
地
が

分
か
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
文
章
だ
が
、
本
書
で
は
、
天
を

【
二
丁
表
】
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「
上
君
」、
地
を
「
下
臣
民
」
と
置
き
換
え
、
君
臣
の
別
が

生
ま
れ
た
と
解
釈
す
る
。
天
地
開
闢
と
君
臣
関
係
の
創
始

を
関
連
付
け
る
言
説
に
は
、
ま
ず
、『
書
紀
』
第
二
十
四

巻
「
皇
極
天
皇
紀
」
四
年
六
月
「
天ア

メ

地ツ
チ

開
ヒ
ラ
ケ
シ
ト
キ
ヨ
リ
闢
君

キ
ミ
ヤ
ツ
コ
ラ
カ臣

始
テ

有
タ
モ
ツ
コ
ト」
が
あ
り
、
諸
注
釈
で
も
言
及
さ
れ
る
。
神
道
に

お
い
て
は
、
君
臣
上
下
の
秩
序
が
天
地
開
闢
か
ら
定
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
他
国
（
特
に
中
国
）
に
な
い
日
本
の
特
別

性
だ
と
主
張
さ
れ
る
。

・ 

天
な
り
て
地
さ
だ
ま
る
…
『
書
紀
』
第
一
段
正
文
「
天ア

メ

先マ
ツ

成ナ
リ
テ

而
、
地ツ

チ

後ノ
チ
ニ

定
サ
タ
マ
リ
ヌ」
を
踏
ま
え
る
。

・ 

神
と
は
す
な
は
ち
上
な
り
…
「
神
」
と
「
上
」
を
同
義
と

す
る
解
釈
は
複
数
の
注
釈
書
に
見
ら
れ
る
が
、
本
書
は
、

新
井
白
石
『
古
史
通
』（
正
徳
六
年
〈
一
七
一
六
〉
成
）

に
準
ず
る
。『
古
史
通
』
は
「
神カ

ミ

と
は
人ヒ

ト

也
。我
國
の
俗
凡
、

其
尊
ぶ
所
の
人
を
稱
し
て
加
美
と
い
ふ
。
古
今
の
語
相
同

じ
。
是
尊
尚
の
義
と
聞
え
た
り
。
今
字
を
假
用
ふ
る
に
至

て
神カ

ミ

と
し
る
し
上カ

ミ

と
し
る
す
等
の
別ワ

カ
レ

は
出
来
れ
り
」（
巻

之
一
）
と
、「「
神
」
は
「
上
」
と
同
義
で
、
人
を
尊
尚
す

る
称
」
と
解
し
、「
神
話
を
す
べ
て
人
間
社
会
の
で
き
ご

と
と
み
る
」（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』「
古
史
通
」
の

項
〈
尾
藤
正
英
執
筆
〉、
小
学
館
、
一
九
八
四
）。
同
じ
く

本
書
が
神
を
人
（
古
代
の
天
子
）
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、

国
常
立
を
「
衆
萌
の
中
よ
り
立
て
」（
後
述
）
と
す
る
こ

と
か
ら
わ
か
る
。

・ 

国
常
立
尊
…
『
書
紀
』
第
一
段
正
文
で
、
天
地
が
分
か
れ

て
は
じ
め
て
生
ま
れ
た
神
。
天
神
七
代
の
一
代
目
。
本
書

で
は
「
衆
萌
の
中
」
か
ら
「
立
」
っ
た
「
上
」、
つ
ま
り
、

古
代
の
天
子
・
国
主
と
捉
え
て
い
る
。

・ 

五
倫
の
道
…
五
倫
は
、
儒
教
に
お
け
る
基
本
的
な
人
間
関

係
（
父
子
・
君
臣
・
長
幼
・
夫
婦
・
朋
友
）
の
こ
と
。
国

常
立
が
こ
の
道
を
万
民
に
教
え
た
と
す
る
本
書
の
解
説

は
、
国
常
立
を
「
五
倫
道
徳
の
本
源
」
と
捉
え
る
吉
川
惟

足
の
解
釈
と
近
似
性
が
あ
る
（
平
重
道
『
吉
川
神
道
の
基

礎
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
）。
ま
た
、
儒
教

道
徳
と
神
代
の
神
と
を
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
書

が
儒
家
神
道
の
系
譜
に
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

・ 

肉
食
を
減
じ
て
草
木
に
替
へ
た
る
…
未
詳
。
国
常
立
を
木

徳
の
神
と
す
る
解
釈
（
後
述
）
に
由
来
す
る
か
。

・ 

木
徳
を
以
て
…
天
神
七
代
の
神
を
五
行
（
水
・
火
・
木
・

金
・
土
）
に
配
当
す
る
説
は
、
中
世
の
吉
田
神
道
な
ど
に

見
ら
れ
、
惟
足
や
闇
斎
な
ど
近
世
の
神
道
家
に
も
継
承
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
惟
足
や
闇
斎
は
、
国
常
立
を
「
五
行
全

体
之
神
霊
」（
闇
斎
『
神
書
考
説
』
成
立
年
不
明
）
と
し

て
別
格
と
し
、
天
神
二
代
か
ら
六
代
ま
で
の
五
代
に
五
行

を
あ
て
は
め
る
。

・ 

常
食
の
御
名
あ
り
。
天
ノ
御
中
主
太
神
と
も
申
奉
…
常
食

（
豊
食
・
豊
受
）
は
、
伊
勢
外
宮
の
祭
神
豊
受
皇
太
神
の

こ
と
。
ま
た
、
天
御
中
主
は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
天

地
初
発
之
時
」
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
神
。
中
世
の
伊
勢

神
道
に
お
い
て
、
国
常
立
尊
、
豊
受
、
天
御
中
主
の
三
神

は
同
体
異
名
の
神
と
見
做
さ
れ
（
高
橋
美
由
紀
『
伊
勢
神

道
の
成
立
と
展
開
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
〇
）、
こ
の
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認
識
は
近
世
に
入
っ
て
も
継
承
さ
れ
る
。

・ 

君
臣
の
両
祖
…
「
君
臣
の
両
祖
」
と
い
う
表
現
は
、『
風

葉
集
』「
常
宮
太
子
ノ
国
常
立
尊
ヲ
帝
王
ノ
祖
ト
シ
、
天

御
中
主
尊
ヲ
君
臣
ノ
両
祖
ト
ス
」
に
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

闇
斎
は
、
国
常
立
を
「
帝
王
ノ
祖
」
と
し
て
天
御
中
主
と

区
別
す
る
が
、
本
書
は
、
両
神
を
同
体
と
す
る
立
場
か
ら
、

国
常
立
を
「
君
臣
両
祖
」
と
見
做
す
。

・ 

伊
勢
皇
太
神
…
三
重
県
伊
勢
市
に
あ
る
伊
勢
神
宮
の
祭
神

と
い
う
意
味
。

〈 

挿
絵
〉
混
沌
か
ら
初
め
て
生
ま
れ
た
神
、
国
常
立
の
姿
を

描
く
。
こ
の
挿
絵
は
本
書
の
影
響
下
に
あ
る
と
推
定
さ
れ

る
『
神
拂
図
會
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
〈
辰-42

〉）

で
も
参
照
さ
れ
て
い
る
。

二
代　

国（
ク
ニ
サ
ツ
チ
ノ
ミ
コ
ト
）

狭
槌
尊

【
二
丁
裏
・
三
丁
表
】
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天
下
の
人
別
を
正

（
タ
ヾ
）し
、
氏（

シ
ゾ
ク
）族
を
わ
け
各
居
を
う
つ
し
て

其（
ソ
ノ
ト
モ
ガ
ラ
）

黨
を
屯

（
タ
ム
ロ
）す
。
親
族
相
奸

（
ヲ
カ
ス
）
事
を
停

（
ト
ヾ
ム
）。
故
に
国
別
持
の
御

名
あ
り
。
其
徳
篤（

ド
ク
カ
ウ
）

厚
な
り
。
片
倉
大
明
神
こ
れ
也
。

三
代　

豊
（
ト
ヨ
ク
ニ
ヌ
シ
）

国
主
尊

大
道
を
万
民
に
教を

し

へ
、
に
ぎ
は
し
給
ふ
の
御
名
な
り
。
其
徳

廣（
ク
ワ
イ
タ
イ
）
大
な
り
。
由（

ユ
ル
ギ
）

留
技
大
明
神
是
也
。
古い

に

し
へ
は
人
神
教
を

守
り
、
天
地
に
法

（
ノ
ツ
ト
リ
）、
五
常
の
道
お
の
づ
か
ら
備
る
故
に
、

神
道
神
国
と
い
ふ
。
此
三
代
君
立
て
臣
な
し
。
故
に
男
を
な

す
と
云
。
天
下
い
ま
だ
耕か

う

作さ
く

火
食
を
知し

ら
ず
、
山
野
海
川
の

生
物
を
取
、
食
す
。
是
を
あ
さ
り
と
云
。
人
皆み

な

山
に
戸
ざ
す

故
に
、
山
戸
国
と
云
。
つ
い
に
日
本
の
惣
名
と
す
。
七
代
今

の
大
和
に
都
す
。
夫
を
高
天
の
原
と
云
。
此
段
を
三
才
開
始

と
も
天
地
開か

い

闢び
や
くと
も
云
。
民
質

（
シ
ツ
チ
ヨ
ク
）
直
に
し
て
欲よ

く

な
し
。
故
に

外
国
よ
り
君
子
国
と
い
ふ
。
民た

み

に
上
た
る
君き

み

を
神
と
云
事
は

徳と
く

に
よ
れ
ど
も
、
山
川
鬼
神
の
主
た
る
も
の
は
民た

み

な
り
。
そ

の
上
た
る
は
君
な
り
。
故
に
さ
し
て
神
と
い
ふ
。
禹（

ウ
）

王
百
神

を
會
す
と
い
ふ
類た

ぐ
ひ

な
り
。

〈
注
〉

・ 

国
狭
槌
尊
…
『
書
紀
』
第
一
段
正
文
で
、
国
常
立
尊
の
次

に
現
れ
た
神
。
天
神
七
代
の
二
代
目
。『
書
紀
』
で
は
名

前
の
み
記
さ
れ
、
詳
細
は
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
な
い
。
諸

注
釈
で
は
、『
書
紀
』
で
具
体
的
な
説
明
が
な
さ
れ
な
い

神
に
つ
い
て
、
そ
の
名
か
ら
神
功
を
考
察
す
る
。
本
書
で

も
、「
国
」
を
「
狭
」
め
る
と
い
う
神
号
か
ら
「
氏
族
を

わ
け
居
を
う
つ
し
て
（
居
住
地
を
氏
族
ご
と
に
配
分
す

る
）」
と
い
う
解
釈
を
導
き
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

・
国
別
持
…
未
詳
。

・ 

片
倉
大
明
神
…
東
京
都
八
王
子
市
日
吉
に
あ
る
片
倉
住
吉

神
社
の
祭
神
と
い
う
意
味
か
。
た
だ
し
、
片
倉
住
吉
神
社

は
住
吉
三
神
を
祀
る
神
社
で
、
国
狭
槌
を
祀
る
の
は
同
じ

日
吉
に
あ
る
「
日
吉
八
王
子
社
」（
秋
里
籬
島
『
絵
本
年

代
記
』
享
和
二
年
〈
一
八
〇
四
〉
刊
）
で
あ
る
。

・ 

豊
国
主
尊
…
『
書
紀
』
第
一
段
正
文
で
国
狭
槌
尊
の
次
に

現
れ
た
「
豊ト

ヨ
ク
ン
ヌ
ノ

斟
渟
尊ミ

コ
ト」
の
別
名
。
同
段
一
書
第
一
に
記
載

さ
れ
る
。
天
神
七
代
の
三
代
目
。
国
狭
槌
と
同
じ
く
、『
書

紀
』
で
は
そ
の
詳
細
が
説
明
さ
れ
な
い
た
め
、
本
書
で
は

「
国
」
を
「
豊
」
に
す
る
と
い
う
神
号
か
ら
「
に
ぎ
は
し

た
ま
う
」
と
い
う
功
を
導
き
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

・ 

由
留
技
大
明
神
…
田
登
仙
『
本
朝
年
代
記
』（
貞
享
元
年

〈
一
六
八
四
〉
刊
）
で
、
豊
斟
渟
尊
を
「
相
模
国
ユ
ル
キ

ノ
明
神
」
の
祭
神
と
す
る
の
と
同
じ
。
現
在
地
不
明
。

・ 

神
道
神
国
…
卜
部
懐
賢
『
釈
日
本
紀
』（
鎌
倉
時
代
中
期

成
立
）
以
来
、『
書
紀
』
の
注
釈
書
で
は
、
日
本
の
国
号

に
つ
い
て
考
証
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
「
神
道
」「
神
国
」

は
日
本
国
の
あ
り
方
を
肯
定
的
に
捉
え
た
言
説
と
と
も
に

提
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
谷
川
士
清
『
日
本
書
紀
通
証
』

（
宝
暦
一
二
年
〈
一
七
六
二
〉
刊
、
以
下
『
通
証
』）
で
は
、

「
聖
子
神
孫
」
が
「
継
継
承
承
」
と
国
を
治
め
る
と
い
う

日
本
の
あ
り
様
（
万
世
一
系
）
が
「
神
道
」
だ
と
す
る
。

ま
た
、
北
畠
親
房
『
神
皇
正
統
記
』（
延
元
四
年
〈
一
三

三
九
〉
成
）
は
「
大
日
本
は
神
国
な
り
」
と
し
て
、
や
は

り
、
万
世
一
系
と
い
う
日
本
の
体
制
を
日
本
が
「
神
国
」
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で
あ
る
所
以
と
す
る
。
本
書
の
場
合
は
、
儒
教
道
徳
で
あ

る
「
五
常
の
道
」
が
備
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
日
本
の
特

別
性
を
見
る
。

・ 
是
三
代
君
立
て
、
臣
な
し
。
故
に
男
を
な
す
と
云
。
…
『
書

紀
』
第
一
段
正
文
「
凡

ス
ベ
テ

三
ミ
ハ
シ
ラ
ノ
カ
ミ
マ
ス
神
矣
。
乾

ア
メ
ノ

道ミ
チ

独ヒ
ト
リ
ナ
ル化
。
所コ

ノ
ユ
ヘ以

ニ

成
ナ
セ
リ

此コ
ノ

純ヲ
ト
コ
ノ
カ
キ
リ

男
ヲ

」
を
踏
ま
え
、
国
常
立
、
国
狭
槌
、
豊
国

主
の
三
神
を
「
君
」
の
み
で
現
れ
た
神
と
解
釈
し
、
四
代

目
以
降
の
「
男

ヲ
ト
コ

女ヲ
ン
ナ

耦タ
グ
ヒ
ナ
ル生
之
神カ

ミ

」（『
書
紀
』
第
二
段
一
書

第
一
）
と
区
別
す
る
。『
通
証
』
で
は
、『
書
紀
』
で
「
独

化
」
と
す
る
「
乾
道
」
を
「
君
道
」
と
解
釈
し
て
お
り
、

本
書
の
解
釈
に
近
い
。
た
だ
し
、
本
書
で
は
「
乾
道
」
に

つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、「
男
」
を
「
君
」
と
捉
え
る
。

・ 

天
下
い
ま
だ
耕
作
火
食
を
知
ら
ず
…
「
火
食
」
に
関
す
る

記
述
は
『
書
紀
』
に
は
な
い
が
、
加
賀
美
忠
告
『
神
代
巻

白
蘞
伝
』
に
は
（
寛
保
四
年
〈
一
七
四
四
〉
刊
、
以
下
『
白

蘞
伝
』）「
豊
斟
渟
ノ

世
ニ

方
テ

水
土
漸
ク

涸
ク

。
而
レ
ド
モ

未
ダ

知
ラ

w

火
食
ヲ

q

。」
と
、
本
書
に
近
い
解
釈
が
あ
る
。
た
だ
し
、『
白

蘞
伝
』
で
は
「
此
神
出
テ

而
初
テ

火
食
ス

」
と
、
豊
斟
渟
の

時
代
に
火
食
が
始
ま
っ
た
と
す
る
。

・ 

山
戸
国
…
日
本
の
国
号
の
一
つ
「
ヤ
マ
ト
」
の
語
源
と
し

て
「
山
戸
」
説
を
提
示
す
る
。
こ
の
説
は
、
早
く
『
釈
日

本
紀
』
に
言
及
さ
れ
る
が
、『
釈
日
本
紀
』
で
「
山
戸
」

説
と
並
記
さ
れ
る
「
山
跡
」
説
、「
山
止
」
説
に
つ
い
て
、

本
書
は
割
愛
す
る
。

・ 

七
代
今
の
大
和
に
都
す
。
夫
を
高
天
の
原
と
云
。
…
本
書

【
十
二
丁
裏
・
十
三
丁
表
】
で
、
天
照
大
神
が
大
和
国
宇

多
郡
に
都
を
移
し
た
こ
と
を
指
す
。「
高
天
の
原
」
は
、

『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
六
で
、
伊
弉
諾
が
天
照
に
治
め

る
よ
う
「
勅
任
」（
任
官
）
し
た
地
。「
高
天
原
」
に
つ
い

て
は
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
が
、
本
書
で
は
「
都
」
と

す
る
。

・ 

君
子
国
…
一
条
兼
良
『
日
本
書
紀
纂
疏
』（
康
正
年
間
〈
一

四
五
五
〜
一
四
五
七
〉
成
。
以
下
『
纂
疏
』）
に
、
日
本

の
国
号
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。『
纂
疏
』
で
は
、

三
善
清
行
の
言
と
し
て
、
范
央
が
日
本
を
「
君
子
国
」
と

称
し
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。

・ 

民
に
上
た
る
君
を
神
と
云
事
…
「
神
」
を
民
の
中
か
ら

立
っ
た
有
徳
の
為
政
者
（「
上
」）
と
す
る
本
書
の
説
を
改

め
て
提
示
し
た
文
章
。

・ 

山
川
鬼
神
の
主
た
る
も
の
は
民
な
り
…
林
羅
山
『
神
道
伝

授
』（
正
保
元
年
〈
一
六
四
四
〉
成
）「
一
民
は
神
の
主
也
」

を
踏
ま
え
た
表
現
か
。『
神
道
伝
授
』
で
は
、「
人
有
て
こ

そ
神
を
あ
が
む
れ
、
若
し
人
無
く
ば
誰
か
神
を
崇
む
る
、

然
ば
民
を
治
は
神
を
敬
ふ
本
也
」
と
す
る
。

・ 

禹
王
百
神
に
會
す
…
禹
は
中
国
の
古
代
王
朝
・
夏
の
始

祖
。
治
水
の
神
と
し
て
日
本
で
も
信
仰
さ
れ
た
。
こ
こ
で

は
、
天
子
で
あ
る
禹
王
が
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
こ
と

を
、為
政
者
が
神
と
称
さ
れ
た
事
例
と
し
て
提
示
し
た
か
。

〈 
挿
絵
〉
山
に
住
む
民
（
左
）
と
豊
国
主
（
右
）
を
描
く
か
。
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四
代　

埿（
ウ
ヒ
チ
ニ
ノ
）

土
煮
尊　

沙（
ス
ヒ
チ
ニ
ノ
）

土
煮
尊

角（
ツ
ノ
ク
ヒ
）
樴
ノ
尊
活（

イ
ク
ク
ヒ
）
樴
ノ
尊
と
も
申
て
、
此
御
代
火
徳
を
も
て
君
臣

と
並な

ら

び
立
、
土
を
取
て
竈か

ま
ど
な
ら
び
に
器

う
つ
わ

物も
の

を
作つ

く

り
、
木
石
を

取
て
火
を
き
り
、
塩
を
や
き
、
火（

ヒ
ヤ
キ
）食

を
教を

し

ゆ
。
故
に
ひ
ぢ
の

御
名
有
。
木
竹
を
焼や

き
、
錐き

り

、
弓
矢
、
槍や

り

を
作つ

く

り
、
鳥
獣け

も
のを

狩か

る
。
土
石
草
木
水
火
金
の
利
を
得ゑ

て
、
鳥
獣
の
爪
牙
觜
角

に
倣な

ら

ひ
、
身
の
備
へ
の
た
め
に
斧
鉞
戈
戟
剱
太
刀
を
作
給

ふ
。
藤ふ

ち

柄
故
、
黒つ

ゝ
ら
さ
は
ま
き

葛
多
纏
と
云
。
民
皆
こ
れ
を
帯お

ぶ
。
世
々

の
名
作
他
に
越こ

へ
た
り
。
よ
て
、
角つ

の

樴ぐ
ひ

、
活い

く
ゞ
ひ樴
の
御
名
有
。

太た

刀ち

は
断た

ち
切き

る
の
名
、
剱つ

る
ぎ
は
突つ

き
切き

る
の
名
。
此
四
代
に

あ
た
る
君
は
五
行
の
利
を
始は

じ

め
て
物も

の

を
制

（
セ
イ
）し
給
へ
ば
、
鍛か

冶じ

工
の
始は

じ

め
な
り
。
矢
の
根ね

、
槍や

り

の
穂ほ

も
つ
い
に
鉄て

つ

に
て
作

り（
マ
マ
）。
埿う

ひ
ぢ土
は
月
読よ

み

の
宮
の
相あ

い

殿で
ん

、
沙す

ひ
ち土
は
伊（

イ
サ
ハ
ゴ
ン
ゲ
ン
）

雑
波
権
現
こ
れ

な
り
。

〈
注
〉

・ 

埿
土
煮
尊
・
沙
土
煮
尊
…
『
書
紀
』
第
二
段
正
文
で
豊
斟

渟
（
豊
国
主
）
の
次
に
現
れ
た
対
の
神
。
天
神
七
世
の
四

代
目
。

・ 

角
樴
ノ
尊
・
活
樴
ノ
尊
…
『
書
紀
』
第
三
段
一
書
第
一
で
、

埿
土
煮
、
沙
土
煮
の
次
の
生
ま
れ
た
神
。
本
書
で
は
、
埿

土
煮
、
沙
土
煮
の
異
名
と
す
る
。

・ 
火
徳
を
も
て
…
「
埿
土
煮
」「
沙
土
煮
」
の
神
号
か
ら
「
火

徳
」
の
神
と
し
た
か
。

・ 
君
臣
と
な
ら
び
立
…
『
書
紀
』
で
は
、
埿
土
煮
・
沙
土
煮

か
ら
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
ま
で
の
四
代
の
神
を
「
男
女
耦
生

之
神
」（
第
二
段
一
書
第
一
）、「
成

ナ
セ
リ

此コ
ノ

男ヲ
ト
コ

女ヲ
ン
ナヲ

」（
第
三
段

正
文
）
と
す
る
。「
男
女
耦
生
」
に
つ
い
て
、『
釈
日
本
紀
』

【
三
丁
裏
・
四
丁
表
】
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で
は
「
男
女
共
相
耦
生
也
」
と
し
、『
神
皇
正
統
記
』
で

は
「
陽
神
対
陰
神
而
生
故
曰
耦
生
」
と
す
る
な
ど
、
男
女

（
陽
陰
）
神
が
と
も
に
現
れ
る
こ
と
と
捉
え
て
お
り
、
こ

う
し
た
解
釈
は
、
近
世
の
神
道
家
に
も
引
き
継
が
れ
る
。

し
か
し
、
本
書
は
、
男
＝
君
、
女
＝
臣
と
捉
え
直
す
と
こ

ろ
に
独
自
性
が
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
言
う
「
君
」「
臣
」

は
、
為
政
者
と
民
の
こ
と
で
は
な
く
、
天
下
を
協
力
し
て

治
め
る
二
神
に
上
下
が
あ
る
こ
と
を
言
う
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
本
書
で
は
、
二
人
で
天
下
を
治
め
た
大
已
貴
と
少

名
彦
の
二
神
の
関
係
と
同
一
視
さ
れ
る
。

・ 

土
を
取
て
竈
な
ら
び
に
器
物
を
つ
く
り
…
国
狭
槌
、
豊
国

主
と
同
じ
く
、
神
号
か
ら
そ
の
功
を
考
察
す
る
。
本
書
で

は
、
埿
土
煮
を
、
埿
（
泥
）
土
を
煮
る
（
焼
く
）
と
捉
え
、

竈
や
焼
き
物
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
。

・ 

木
石
を
取
て
火
を
き
り
塩
を
焼
き
火
食
を
教
ゆ
…
前
文
に

続
い
て
、
神
名
を
踏
ま
え
て
二
神
の
功
を
述
べ
る
。
二
神

が
民
に
火
や
、
塩
焼
を
教
え
た
と
す
る
本
書
の
言
説
は
、

『
古
史
通
』
巻
之
一
「
此
二
柱
の
神
、
か
ゝ
る
號ナ

お
は
し

ま
せ
し
事
、
た
と
へ
ば
燧ス

ヰ

人ジ
ン

氏シ

の
鑚p

木
、
取p

火
し
事
の

ご
と
く
、
夙シ

ユ
ク
シ
ヤ
シ

沙
氏
の
煮ニp

海
ヲ

為
ス

p

塩
ト

事
の
ご
と
く
、
物
を

開
き
務
を
成
し
て
其
民
を
利
せ
ら
れ
し
事
な
ど
あ
り
し
に

よ
り
け
ん
も
知
る
べ
か
ら
ず
」
と
同
じ
。

・ 

木
竹
を
焼
き
、
錐
、
弓
、
矢
、
槍
を
作
り
、
鳥
獣
を
得
る

…
や
は
り
神
号
か
ら
の
発
想
。

・ 

鳥
獣
の
爪
牙
此
角
に
な
ら
ひ
、
身
の
備
へ
の
た
め
に
斧
鉞

戈
戟
剣
太
・
刀
を
作
給
ふ
…
本
書
で
埿
土
煮
・
沙
土
煮
の

別
名
と
さ
れ
る
角
樴
・
活
樴
の
神
号
か
ら
の
連
想
。

・ 

黒
葛
多
纏
…
『
書
紀
』
巻
之
五
「
崇
神
天
皇
紀
」
に
登
場

す
る
「
出
雲
武
（
飯
入
根
）」
が
所
持
す
る
刀
。

・ 

月
読
の
宮
の
相
殿
…
伊
勢
神
宮
に
あ
る
月
読
宮
の
こ
と
。

『
本
朝
年
代
記
』
で
は
埿
土
煮
を
「
伊
勢
月
読
ノ
明
神
」

の
祭
神
と
す
る
。

・ 

伊
雑
波
権
現
…
三
重
県
鳥
羽
市
に
あ
る
伊
射
波
神
社
の
こ

と
か
。『
本
朝
年
代
記
』
で
は
沙
土
煮
を
「
志
摩
井
沢
権

現
」
の
祭
神
と
す
る
。

〈 

挿
絵
〉
民
（
左
）
に
火
食
を
教
え
る
埿
土
煮
と
沙
土
煮

（
右
）。
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五
代　

大
（
オ
ホ
ト
ノ
チ
ノ
）

戸
父
尊
／
大

（
オ
ホ
ト
マ
ベ
ノ
）

苫
女
尊

此
御
代
五
行
の
利
斧
鉞
の
用
す
で
に
あ
れ
ば
、
竹
木
茅（

カ
ヤ
ク
サ
）
萓
を

切
刈か

り
て
、
宮
室
を
作つ

く

り
、
寒
暑
を
い
か
ふ
事
を
教を

し

へ
給
ふ
。

黒
木
柱
竹
簀す

の

子こ

茅か
や

屋や

根ね

、
こ
れ
を
木
の
丸
殿ど

の

と
云
。
門
は
黒く

ろ

木
の
三
柱
、
芝し

ば

垣か
き

生
垣か

き

也
。
こ
れ
王
公
大
人
の
み
。
平
民
は

土
間
に
草
を
敷し

き
、
皮
毛
を
襖ふ

す
ま
と
す
。
初は

じ

め
て
穴
居
に
替か

へ

宮
室
を
作つ

く

れ
ば
、
大
戸
の
御
名
あ
り
て
、
君
臣
と
立
給
ふ
。

こ
れ
番
匠
百
工
の
始は

じ

め
也
。
又
此
時と

き

交
易
の
事
始は

じ

ま
れ
り
。

凡
皇
神
た
ち
の
教を

し

へ
は
天
地
造
化
に
学ま

ね

び
得ゑ

給
ふ
。
そ
の
功こ

う

ま
た
大お

ほ

ひ
な
り
。
大
戸
父
は
羽（

ハ
ノ
）野
大
明
神
、
大
苫と

ま

女べ

は
阿（

ア
ノ
）野

権
現
こ
れ
な
り
。

〈
注
〉

・ 

大
戸
父
尊
・
大
苫
女
尊
…
『
書
紀
』
第
二
段
正
文
で
埿
土

煮
・
沙
土
煮
の
次
に
現
れ
た
対
の
神
。
大
戸
父
は
「
大
戸

之
道
」
と
表
記
さ
れ
る
。
天
神
七
代
の
五
代
目
。

・ 

宮
室
を
作
り
…
神
号
か
ら
の
考
察
。『
纂
疏
』
で
は
、「
大

ハ
尊
称
也
。
戸
ハ
家
也
。
二
十
五
家
ヲ
戸
ト
曰
。
道
ハ
路

也
」
と
し
て
、
家
を
作
っ
た
功
、
道
路
を
作
っ
た
功
が
あ

る
と
し
、『
古
史
通
』
で
も
引
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、『
纂

疏
』
で
は
、「
苫
ハ
茅
ヲ
編
也
。
草
屋
ヲ
覆
フ
也
。
言
ハ

屋
宅
有
テ
苫
ヲ
以
テ
蓋
イ
覆
フ
テ
風
雨
ヲ
庇
フ
ノ
ミ
。
上

古
之
民
、
巣
住
穴
居
シ
テ
未
ダ
宮
室
有
ラ
ズ
」
と
、
風
雨

を
防
ぐ
家
は
作
っ
て
も
そ
れ
は
「
宮
室
」
で
は
な
い
と
す

る
。

・ 

君
臣
と
立
給
ふ
…
埿
土
煮
・
沙
土
煮
と
同
じ
く
、
本
書
で

は
「
男
女
耦
生
」
を
君
臣
の
並
立
と
捉
え
る
。

・ 

交
易
の
事
始
ま
れ
り
…
大
戸
父
（
大
戸
之
道
）
に
路
を

【
四
丁
裏
・
五
丁
表
】
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作
っ
た
功
が
あ
る
こ
と
か
ら
派
生
し
た
解
釈
か
。

・ 

そ
の
功
ま
た
大
ひ
な
り
…
『
古
史
通
』
に
「
大ヲ

ホ

と
は
そ
の

神
功
を
大
也
と
す
る
の
稱
な
る
べ
し
」
と
あ
る
の
と
同
じ
。

・ 
羽
野
大
明
神
…
福
井
県
南
条
郡
に
あ
る
羽
太
神
社
の
こ

と
。『
本
朝
年
代
記
』
で
は
大
戸
之
道
を
「
越
前
羽
大
明

神
」
の
祭
神
と
す
る
。

・ 

阿
野
権
現
…
『
本
朝
年
代
記
』
で
、
大
苫
女
を
「
伊
豆
国

阿
野
権
現
」
の
祭
神
と
す
る
の
と
同
じ
。
現
在
地
不
明
。

〈 

挿
絵
〉
宮
室
を
作
っ
て
暮
ら
す
民
（
右
）
と
、
埿
土
煮
・

沙
土
煮
の
代
に
作
ら
れ
た
弓
、
槍
を
持
つ
大
戸
父
・
大
苫

女
。

六
代　

面
（
オ
モ
タ
ル
ノ
）足尊　

惶
（
カ
シ
コ
ネ
ノ
）根尊

此
御
代
、
藤
葛
麻
栲
を
取
て
、
衣
装
を
作つ

く

る
事
を
教を

し

へ
給
ひ
、

寒
暑
を
避さ

け
し
む
。
鳥
獣
の
羽
毛
尾
角
を
見み

て
衣
冠
裳
帯
を

製
、
こ
れ
迄
は
草
を
も
て
肩か

た

腰こ
し

に
ま
と
ひ
し
を
上
衣
下
裳
と

な
れ
り
。
藤
衣
葛
袴
こ
れ
な
り
。
衣
食
住
三
ツ
の
宝
た
り
て

威ゐ

儀ぎ

よ
く
艸
木
の
用
を
の
べ
給
ふ
は
六
代
の
君
の
功
也
。
こ

れ
を
服
工
の
始は

じ

め
と
す
。
面お

も

足た
る

は
多
度
大
明
神
、
惶
根
は
中

原
大
明
神
こ
れ
な
り
。

・ 

面
足
尊
・
惶
根
尊
…
『
書
紀
』
第
二
段
正
文
で
、
大
戸
之

道
・
大
苫
女
の
次
に
生
ま
れ
た
対
の
神
。
天
神
七
代
の
六

代
目
。

・ 

衣
裳
を
作
る
事
を
教
へ
給
ひ
…
神
号
か
ら
の
考
察
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か

は
不
明
。

・ 

衣
食
住
三
ツ
の
宝
た
り
て
…
本
書
で
は
、
四
代
目
の
埿
土

煮
・
沙
土
煮
が
「
食
」、
五
代
目
の
大
戸
之
道
・
大
苫
女

が
「
住
」、
そ
し
て
六
代
目
の
面
足
・
惶
根
が
「
衣
」
を

民
に
教
え
た
と
し
、
天
神
六
代
ま
で
の
間
に
人
間
ら
し
い

生
活
の
基
盤
が
整
っ
た
と
す
る
。

・ 

多
度
大
明
神
…
三
重
県
桑
名
市
に
あ
る
多
度
大
社
の
こ

と
。『
本
朝
年
代
記
』
で
は
面
足
を
「
伊
勢
田
戸
明
神
」

の
祭
神
と
す
る
。

・ 
中
原
大
明
神
…
『
本
朝
年
代
記
』
で
、
惶
根
を
「
越
後
国

中
原
大
明
神
」
の
祭
神
と
す
る
の
と
同
じ
。
現
在
地
不
明
。

〈
挿
絵
〉
衣
を
ま
と
う
面
足
・
惶
根
。

【
五
丁
裏
】
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七
代　

伊（
イ
サ
ナ
キ
ノ
）

弉
諾
尊　

伊（
イ
サ
ナ
ミ
ノ
）

弉
冉
尊

八
州
開
基
の
君
也
。
伊い

さ
な
き

弉
諾
は
国
常
立
五
世
裔
に
て
、
御
父

は
沫

（
ア
ハ
ナ
キ
）蕩

尊
と
申
。
四
代
目
よ
り
こ
ゝ
迄
を
四
代
八
神
と
い

ふ
。
一
代
よ
り
是
迄
を
神（

カ
ミ
ヨ
ナ
ヽ
セ
）

世
七
代
と
云
。
後
に
天
神
七
代
と

云
。
此
四
代
は
、
君
臣
と
立
並な

ら

ふ
故
に
男
女
を
成な

す
と
い
へ

り
。
一
代
を
二
神
つ
ゝ
立
給
ふ
事
、
此
末
大
己あ

な

貴も
ち

、
少

す
く
な

彦ひ
こ

名な

、
心
を
合
せ
治お

さ

め
給
ふ
に
同
し
く
、
君
臣
二
柱
夫
婦
兄
弟

の
こ
と
く
親し

た

し
み
深ふ

か

か
り
し
ゆ
へ
な
り
。
神
名
は
万
物
を
誘

い
さ
な

ひ
給
ふ
君き

み

臣お
み

と
い
ふ
の
畧
言
な
り
。
す
な
は
ち
天
神
な
り
。

〈
注
〉

・ 

伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
…
『
書
紀
』
第
二
段
正
文
で
面
足
・
惶

根
の
次
に
生
ま
れ
た
対
の
神
。天
神
七
代
の
七
代
目
。『
書

紀
』
第
五
段
で
は
、
両
神
の
〈
国
生
み
〉、〈
神
生
み
〉、

伊
弉
冉
の
死
、
伊
弉
諾
の
黄
泉
探
訪
と
逃
亡
、
天
照
大
神
、

月
読
尊
、
素
戔
嗚
の
誕
生
な
ど
が
記
さ
れ
、
本
書
も
そ
れ

を
な
ぞ
る
。

・ 

国
常
立
五
世
裔
に
て
…
『
書
紀
』
第
二
段
一
書
第
二
「
国

常ト
コ

立タ
チ
ノ

尊ト

生ウ
ムw

天ア
メ
ノ
カ
ガ
ミ
ノ

鏡
尊
ヲ

q

。
天

ア
メ
ノ

鏡
カ
ガ
ミ
ノ

尊ト

生
ム

w

天ア
マ

萬
ヨ
ロ
ツ
ノ

尊
ヲ

q

。
天
万ノ

尊ト

生ムw

沫ア
ワ
ナ
ギ蕩
尊
ヲ

q

。
沫
蕩ノ

尊
生ムw

伊
弉
諾ノ

尊
ヲ

q

」
を
踏
ま
え
る
。

・ 

沫
蕩
尊
…
『
書
紀
』
第
二
段
一
書
第
二
（
前
掲
）
で
伊
弉

諾
を
「
生
」
ん
だ
神
。

・ 

神
世
七
代
…
『
書
紀
』
第
三
段
正
文
「
自リw

国
常
立ノ

尊トz

迄イ
タ
ル
マ
デw

伊イ
ザ
ナ
ギ
ノ

弉
諾
尊ト

。
伊
弉
冉ナ

ミ
ノ

尊
ニ

q

。
是ヲ

謂フw

神カ
ミ
ノ

世ヨ

七ナ
ヽ

代ヨ

ト

q

者モ
ノ
ナ
リ

矣
」
を
踏
ま
え
る
。

・ 

後
に
天
神
七
代
と
云
…
中
世
、
伊
勢
神
道
に
お
い
て
「
神

世
七
代
」
を
「
天
神
七
代
」
と
呼
称
し
た
。
こ
の
呼
称
は

近
世
に
至
っ
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

・ 

此
四
代
は
、
君
臣
と
立
並
ふ
故
に
男
女
を
成
す
と
い
へ
り

…
『
書
記
』
第
三
段
正
文
「
凡

ス
ベ
テ

八
ヤ
ハ
シ
ラ
ノ
カ
ミ
マ
ス

神
矣
。
乾ア

メ
ツ
チ坤

之ノ

道ミ
チ

相ア
ヒ

参マ
ジ
ハ
リ
テ而
化ナ

ル

。
所ユ

ヘ以
ニ

成
ナ
セ
リ

此コ
ノ

男ヲ
ト
コ

女ヲ
ン
ナヲ

」
を
踏
ま
え
た
文
章
。

天
神
四
代
か
ら
七
代
ま
で
の
八
神
は
、
一
代
二
神
ず
つ
現

れ
、「
成
此
男
女
」。
諸
注
釈
書
で
は
、
こ
の
「
男
女
」
を

男
（
陽
）
神
・
女
（
陰
）
神
と
捉
え
る
が
、
前
述
の
通
り
、

本
書
で
は
男
＝
君
、
女
＝
臣
と
解
釈
す
る
た
め
「
君
臣
と

立
並
ふ
」
と
す
る
。

・ 

大
己
貴
主
・
少
名
彦
…
大
己
貴
は
、『
書
紀
』
第
八
段
一

書
第
二
で
、
素
戔
嗚
と
稲
田
姫
の
間
に
生
ま
れ
た
「
児
」

の
「
六
世
孫
」
と
さ
れ
る
神
。
同
段
一
書
第
六
で
、
少
名

【
六
丁
表
】
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彦
と
「
戮

ア
ハ
セp

力
ヲ

一
ヒ
ト
ツ
ニ
シ
テp

心
ヲ

」、「
経ツ

ク-w

営ル

天ア
メ
ノ

下シ
タ
ヲ

q

」。
後
に
二

神
は
（
義
）
兄
弟
と
な
る
。
本
書
で
は
、
天
神
四
代
か
ら

七
代
ま
で
の
対
の
神
を
、
こ
の
二
神
の
よ
う
な
関
係
性
だ

と
解
し
て
い
る
。

・ 

君
臣
二
柱
夫
婦
兄
弟
の
ご
と
く
親
し
み
深
か
り
し
ゆ
へ
な

り
…
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
書
紀
』
で
は
天
神
四
代

か
ら
七
代
の
神
を
「
男
女
耦
生
」、「
此
成
男
女
」
と
し
、

特
に
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
に
つ
い
て
「
為ナ

ルp

夫ヲ
ト
メ婦
ト

」
と
す
る

が
、
本
書
で
は
男
女
を
君
臣
と
捉
え
、
君
臣
が
夫
婦
の
よ

う
に
、（
ま
た
は
大
己
貴
・
少
名
彦
兄
弟
の
よ
う
に
）
仲

睦
ま
じ
い
こ
と
を
比
喩
的
に
表
現
し
た
も
の
と
説
明
す
る
。

・ 

神
名
は
万
物
を
誘
ひ
給
ふ
君
臣
と
い
ふ
の
略
言
な
り
…
伊

弉
諾
・
伊
弉
冉
の
神
号
「
イ
ザ
ナ
」
を
「
誘
う
」
と
捉
え

る
解
釈
は
『
風
葉
集
』
等
に
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
風

葉
集
』
で
は
「
イ
ザ
ナ
」
に
続
く
「
ギ
」「
ミ
」
を
そ
れ

ぞ
れ
男
（
陽
）、
女
（
陰
）
の
意
と
す
る
が
、
本
書
で
は

君
臣
の
意
だ
と
す
る
。

・ 

す
な
は
ち
天
神
な
り
…
天
神
は
「
天
津
神
」
の
こ
と
。
本

書
で
は
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
の
よ
う
に
天
下
を
治
め
る
た

め
に
協
力
す
る
君
臣
を
「
天
津
神
」
と
捉
え
る
。

〈 

挿
絵
〉
船
に
乗
る
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
を
描
く
。
こ
の
船
は

「
天
浮
橋
」
で
、
二
神
は
大
八
州
を
征
討
す
る
（
後
述
）。

神
代
の
教を

し

へ
は
、
君
臣
夫ふ

う

婦ふ

、
上
下
は
父
子
、
朋
友
は
兄
弟

【
六
丁
裏
・
七
丁
表
】
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と
交
を
比く

ら

へ
、
王
后
は
天
地
、
諸
臣
は
万
物
に
徳
を
比
す
。

天
と
い
へ
ば
日
月
、
国
と
い
へ
ば
山
川
、
根
と
い
へ
ば
泉よ

み

戸ど

、
海
と
い
へ
ば
魚
龍
に
比
す
事
常つ

ね

な
り
。
故
に
天
子
は
其

徳
天
下
を
統す

べ
知し

り
給
ひ
て
天
津
神
、
諸
矦
は
国
津つ

神
、
諸

臣
は
司つ

か
さ
〳
〵々

あ
れ
ば
八

（
ヤ
ホ
ヨ
ロ
ツ
ノ
）

百
万
神
と
云
。
凡
四
代
の
神
、
皆
国
常

立
よ
り
出
て
各
同
血
別
流
な
り
。
儀
は
君
臣
、
交
は
兄
弟
、

情
は
夫
婦
の
如こ

と

し
。
故
に
後
世
臣
下
は
鉄か

漿ね

黒く
ろ

な
り
。
二
君

に
仕つ

か

へ
さ
る
の
教を

し

へ
と
す
。
六
代
の
末
、
王
化
衰お

と
ろへ
争
起お

こ

り
て
国
初
の
教を

し

へ
を
背そ

む

く
。
こ
れ
に
よ
り
て
六
代
の
君
の
大

命
を
も
て
亀
甲
に
習
ひ
、
鎧よ

ろ
ひ
を
作つ

く

り
衣
服
と
し
、
天

（
ア
マ
ノ
ウ
キ
ハ
シ
）

浮
橋
と

い
ふ
筏
を
作つ

く

り
、
遂

（
ス
イ
）兵
数
万
、
四
方
へ
天
渡
し
、
事こ

と
よ任
さ
せ

給
ふ
。
こ
れ
将
軍
征せ

ひ

伐ば
つ

の
始は

じ

め
な
り
。

〈
注
〉

・ 

神
代
の
教
へ
は
、
君
臣
夫
婦
、
上
下
は
父
子
、
朋
友
は
兄

弟
と
交
を
比
べ
…
【
六
丁
表
】
に
引
き
続
き
、
本
書
で
は

君
臣
関
係
と
捉
え
る
埿
土
煮
・
沙
土
煮
か
ら
伊
弉
諾
・
伊

弉
冉
ま
で
の
四
代
八
神
が
、『
書
紀
』
で
「
男
女
」、「
夫
婦
」

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
関
係
性
が
「
夫
婦
」

に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
た
め
と
説
明
す
る
。

・ 

王
后
は
天
地
、
諸
臣
は
万
物
に
徳
を
比
す
…
『
惟
足
抄
』

「
帝
王
ノ
徳
ヲ
比
シ
テ
天
上
ト
云
」
を
踏
ま
え
る
か
。「
王
」

は
男
、
本
書
で
い
う
「
君
」、「
后
」
は
女
、
本
書
で
言
う

「
臣
」
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

・ 

天
子
は
其
徳
天
下
を
統
べ
知
り
給
ひ
て
天
津
神
…
前
述
の

よ
う
に
、
本
書
で
は
天
子
（
為
政
者
）
を
「
天
津
神
」（
天

神
）
と
す
る
。

・ 

諸
矦
は
国
津
神
…
本
書
で
は
国
津
神
を
、
天
津
神
（
天
子
）

に
対
し
て
諸
矦
（
侯
）
と
解
釈
す
る
。
諸
侯
は
、「
天
子

か
ら
封
土
を
受
け
、
そ
の
封
土
内
の
人
民
を
支
配
し
て
い

た
人
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館
、
二
〇
〇
一
）。

・ 

諸
臣
は
司
々
あ
れ
ば
八
百
万
神
と
云
…
「
諸
臣
」
は
「
多

く
の
い
ろ
い
ろ
な
臣
下
」、「
司
々
」
は
「
多
く
の
役
所
」

ま
た
は
「
役
人
」
の
こ
と
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
本

書
で
は
八
百
万
神
を
天
子
、
諸
侯
に
仕
え
る
臣
下
（
役
人
）

と
捉
え
る
。

・ 

後
世
臣
下
は
鉄
漿
黒
な
り
。
二
君
に
仕
へ
ざ
る
の
教
へ
と

す
…
鉄
漿
黒
は
お
歯
黒
の
こ
と
。
新
井
白
蛾
『
牛
馬
問
』

（
宝
暦
六
年
〈
一
七
五
六
〉
刊
）
に
は
「
日
本
に
て
女
の

歯
を
染
る
事
は
必
ず
婚
礼
定
り
て
の
事
也
。
黒
色
は
変
さ

る
故
に
夫
婦
の
間
も
か
は
る
ま
し
と
の
義
也
。
上
代
に
は

女
の
み
に
不
限
、
武
人
も
歯
を
黒
色
に
す
。
忠
臣
二
君
に

仕
へ
ず
と
云
心
也
」
と
あ
る
。
お
歯
黒
の
慣
習
を
踏
ま
え

て
、
女
＝
臣
と
す
る
本
書
の
解
釈
が
補
強
さ
れ
て
い
る
。

・ 

六
代
の
末
王
化
衰
へ
…
『
書
紀
』
第
四
段
一
書
第
一
で
は
、

「
天

ア
メ
ノ

神カ
ミ

」
が
「
豊ト

ヨ

葦ア
シ

原ハ
ラ

千チ

五イ

百ホ

秋ア
キ
ノ

瑞ミ
ヅ

穂ホ
ノ

之
地ク

ニ

」
を
「
脩

シ
ラ
シ
ム」

べ
し
と
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
に
「
天ア

マ

瓊ノ
ヌ

矛ホ
コ

」
を
「
賜
」
う
。

本
書
で
は
「
天
神
」
を
面
足
・
惶
根
（
天
神
六
代
目
）
と

解
釈
し
、
そ
の
「
大
命
」
を
受
け
た
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
が

争
乱
に
対
処
し
た
と
す
る
。

・ 

天
浮
橋
と
い
ふ
筏
を
つ
く
り
…
『
書
紀
』
第
四
段
正
文

「
伊
弉
諾ノ

尊
伊
弉
冉ノ

尊
。
立タ

ヽ
シテ

w

於
天ウ

キ
ハ
シ
ノ

浮
橋
之
上ウ

ヘ
ニ

q

。」
を
踏
ま

え
る
。「
天
浮
橋
」
は
基
本
的
に
「
橋
」
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
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こ
れ
を
「
筏
」（
船
）
と
す
る
解
釈
に
は
、
本
書
の
他
、『
古

史
通
』「
こ
こ
に
天
浮
橋
と
い
ひ
し
は
連

ツ
ラ
ナ
ルp

海
ニ

之
船イ

ク
サ

艦ブ
ネ

を
い
ふ
な
る
べ
し
」
や
、『
白
蘞
伝
』「
浮
橋
は
舟
を
謂
ふ

也
」
が
あ
り
、
本
書
は
こ
れ
ら
を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。

・ 

事
任
せ
…
『
書
記
』
で
は
「
勅コ

ト
ヨ
ザ
シ任
」
と
表
記
す
る
。『
通
証
』

で
「
勅
任
」
を
「
除
官
」
と
解
説
す
る
よ
う
に
、
任
官
す

る
こ
と
を
言
う
。

・ 

将
軍
征
伐
の
は
じ
め
な
り
…
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
が
兵
を
率

い
て
天
浮
橋
（
筏
）
に
乗
り
、
島
々
を
平
定
し
た
と
い
う

本
書
の
解
釈
（【
七
丁
裏
・
八
丁
表
】）
に
拠
り
、
天
神
の

命
を
受
け
て
島
々
を
征
討
す
る
二
神
の
行
動
を
「
将
軍
征

伐
」
と
見
做
す
。
二
神
を
「
将
軍
」
に
例
え
る
言
説
と
し

て
は
、「
天
神
」
が
二
神
に
「
天
瓊
矛
」
を
賜
っ
た
こ
と

を
「
譬
バ
猶
将
軍
ニ
命
ジ
テ
節
刀
ヲ
賜
、
以
符
信
ト
為
ゴ

ト
シ
」
と
す
る
『
纂
疏
』
の
注
釈
も
あ
る
。

〈 

挿
絵
〉
船
に
乗
り
、「
征
伐
」
に
向
か
う
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
。

二
神
天
浮
橋は

し

に
立
て
、底そ

こ

に
国
あ
る
べ
し
と
て
、ま
づ
磤お

の
こ
ろ

馭
盧

【
七
丁
裏
・
八
丁
表
】
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嶋
に
上
り
給
ふ
に
一
嶋
皆
服
す
。
此
嶋
今
に
淡あ

は

路ぢ

嶋
の
西
北

に
あ
り
。
此
嶋
を
天
の
御
柱
と
定
め
、
八（

ヤ
イ
ロ
）尋
の
木
の
丸
殿
を

作つ
く

り
、
と
も
に
住す

み
て
論
し
給
は
ゝ
、
我
と
汝

（
イ
マ
シ
）は

天
地
也
。

夫ふ
う

婦ふ

の
如
く
心
を
合
せ
て
国
土
万
物
を
生う

み
あ
げ
て
、
民
を

お
こ
し
、
父
母
と
な
ら
ん
と
て
、
士
卒
を
左
右
二
手
に
わ
け
、

四
方
の
嶋
〳
〵
を
巡
行
し
、
従し

た
か
ふ
は
懐な

つ

け
、
背そ

む

く
は
討う

ち
、

こ
と
〴
〵
く
平
げ
て
、
一ひ

と
ゝ
き時
に
此
磤お

の
こ
ろ

馭
盧
嶋
に
舎（

ア
ヒ
）同
給
ふ
。

時
に
二
神
言（

コ
ト
ア
ゲ
シ
テ
）

挙
曰
、
〽
ア
ナ
ニ
ヤ
シ
ウ
マ
シ
エ
ヲ
ト
メ
ニ
ア

ヒ
ヌ
〽
ア
ナ
ニ
ヤ
シ
ウ
マ
シ
エ
ヲ
ト
コ
ニ
ア
ヒ
ヌ 

此
言こ

と

葉は

は
互た

が

い
に
功
を
褒ほ

め
、
ま
た
天
下
を
治
る
は
男
女
和
合
の
情

も
て
上
下
相
喜よ

ろ
こふ
に
例た

と

へ
た
る
な
り
。
天

あ
ま
の

浮う
き

橋は
し

は
天

（
ア
レ
ノ
フ
ネ
）
潢
と
も

天（
イ
ハ
ク
ス
フ
ネ
）

舩
と
も
い
ふ
。

〈
注
〉

・ 

二
神
天
浮
橋
に
立
て
、
底
に
国
あ
る
べ
し
と
て
…
『
書
紀
』

第
四
段
正
文
「
伊
弉
諾
尊
伊
弉
冉
尊
。
立
於
天
浮
橋
之
上
。

共ニ

計
ハ
カ
ラ
ヒ
テ
ノ

曰ク

。
底ソ

コ
ツ
シ
タ下

ニ

豈ニ

無ラ
ン

p

國
歟

ヤ
ト
ノ
玉
ヒ」

を
踏
ま
え
る
。

・ 

磤
馭
盧
嶋
…
『
書
記
』
第
四
段
正
文
で
、
伊
弉
諾
・
伊
弉

冉
が
海
に
挿
し
た
「
天
瓊
矛
」
の
先
か
ら
滴
っ
た
「
潮
」

か
ら
生
ま
れ
た
嶋
。

・ 

淡
路
島
の
西
北
に
あ
り
…
河
村
彦
根
『
書
紀
集
解
』（
天

明
五
年
序
、
以
下
『
集
解
』）
に
は
「
今
見
在
淡
路
島
西

南
隅
小
島
是
也
」
と
あ
り
本
書
と
異
な
る
。

・ 

此
嶋
を
天
の
御
柱
と
定
め
…
『
書
紀
』
第
四
段
一
書
第
一

で
、「
二-

神
ハ
シ
ラ
ノ
カ
ミ

降
ア
マ
ク
タ
リ-w

居マ
ス

彼カ
ノ

嶋シ
マ
ニz

化ツ
ク-w

作ラ
レ

八ヤ
イ
ロ
ノ尋

之
殿ト

ノ
ヲ

q

。

又タ

化タ
テ-w

竪ラ
レ

天ア
マ
ノ
ミ
ハ
シ
ラ

柱
ヲ

q

」
を
踏
ま
え
る
。

・ 

八
尋
の
木
の
丸
殿
…
前
掲
『
書
紀
』
第
四
段
一
書
第
一

（
前
掲
）
で
、
二
神
が
作
っ
た
「
八
尋
之
殿
」
の
こ
と
。

・ 

夫
婦
の
如
く
心
を
合
せ
て
…
『
書
記
』
第
四
段
正
文
で
は
、

伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
の
二
神
が
「
遘

ミ
ト
ノ
マ
ク
ハ
イ
シ

合
テ

為ルw

夫ヲ
ト
メ婦
ト

q

」
こ

と
で
、
八
州
を
生
む
〈
国
生
み
〉
が
描
か
れ
る
。「
遘
合
」

は
、
例
え
ば
『
惟
足
抄
』
で
「
夫
婦
交
合
」
と
解
釈
さ
れ

る
よ
う
に
、
多
く
、「
人
間
的
な
交
合
」（『
日
本
書
紀
』

小
学
館
、
一
九
九
四
）
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
本
書
で
は
伊

弉
諾
・
伊
弉
冉
を
男
女
神
と
捉
え
な
い
た
め
、
君
臣
で
あ

る
二
神
が
、
夫
婦
の
よ
う
な
情
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
と
解

釈
す
る
。『
古
史
通
』
も
「
美ミ

斗ト

能ノ

麻マ

具ク

波ハ

比ヒ

は
舊
事
記

日
本
紀
共
に
或
は
遘
合
と
も
し
る
し
或
は
共
為
二
夫
婦
一

と
も
し
る
し
て
男
女
交
會
之
義
と
せ
ら
れ
し
心
得
ら
れ

ず
」
と
「
交
合
」
説
を
否
定
す
る
（
た
だ
し
、『
古
史
通
』

で
は
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
を
男
女
神
と
捉
え
て
い
る
）。

・ 

国
土
万
物
を
生
み
あ
げ
て
…
『
書
紀
』
第
四
段
正
文
で
伊

弉
諾
・
伊
弉
冉
の
二
神
が
「
産

ウ
マ
ン-w

生
ト

洲ク
ニ
ツ
チ国
ヲ

q

」
し
た
こ
と

を
踏
ま
え
る
。
た
だ
し
、
本
書
で
は
「
生
む
」
を
「
選
挙

の
曲
言
」（【
十
一
丁
裏
・
十
二
丁
表
】）
と
し
、
出
産
と

は
捉
え
な
い
。

・ 

士
卒
を
左
右
二
手
に
わ
け
、
四
方
の
嶋
々
を
巡
行
し
…

『
書
紀
』
第
四
段
正
文
「
及
テ

p

至ル
ニ

w

産ウ
ム

時q

先ツ

以テw

淡ア
ハ

路チ
ノ

洲シ
マ
ヲ

q

」

以
下
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
が
八
州
を
「
産
生
」
す
る
描
写

を
踏
ま
え
る
。
本
書
の
解
釈
は
、『
古
史
通
』
が
「
遘
合
」

の
意
味
を
、「
こ
れ
は
二
柱
の
神
、
相
約
し
給
ふ
に
、
を

の
〳
〵
わ
か
ち
ひ
き
ゐ
ま
せ
し
御
軍
を
か
し
こ
に
行
あ
ひ

て
一
つ
に
せ
ん
と
の
た
ま
ひ
し
事
」、「
男
神
は
み
づ
か
ら
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左
軍
に
将
と
し
女
神
は
右
軍
に
将
た
ら
し
め
て
此
島
を
行

廻
り
て
其
軍
を
合
せ
て
進
み
戦
は
む
と
約
し
給
ひ
し
に
」

と
す
る
の
を
参
照
し
た
も
の
。

・ 
ア
ナ
ニ
ヤ
シ
ウ
マ
シ
エ
ヲ
ト
メ
ニ
ア
ヒ
ヌ
・
ア
ナ
ニ
ヤ
シ

ウ
マ
シ
エ
ヲ
ト
コ
ニ
ア
ヒ
ヌ
…
『
書
紀
』
第
四
段
正
文
で

「
遘
合
」
し
よ
う
と
す
る
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
が
互
い
に
呼

び
か
け
合
う
言
葉
「
憙

ア
ナ
ウ
レ
シ
ニ
ヘ
ヤ
哉
遇ア

ヒ
ヌw

可ウ
マ
シ美
少ヲ

ト
メ女
ニ

q

焉
」、

「
憙

ア
ナ
ウ
レ
シ
ニ
ヘ
ヤ
哉
遇ア

ヒ
ヌw
可ウ

マ
シ美
少ヲ

ト
コ男
ニ

q

焉
」
を
踏
ま
え
る
。
本
書
は
、

伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
を
君
臣
と
、「
遘
合
」
を
二
神
に
よ
る

征
伐
と
捉
え
る
た
め
、
こ
の
言
葉
も
「
男
女
和
合
」
に
「
例

へ
」
て
互
い
の
軍
功
を
褒
め
合
う
言
葉
と
捉
え
直
し
て
い

る
。

・ 

天
潢
・
天
舩
…
天
潢
は
「
天
の
川
」
の
こ
と
（『
日
本
国

語
大
辞
典
』）。
ア
マ
ノ
イ
ワ
ク
ス
ブ
ネ
は
、『
書
紀
』
第

五
段
正
文
で
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
が
蛭
児
を
乗
せ
て
流
し

た
船
。

〈 

挿
絵
〉
話
し
合
う
伊
弉
諾
と
伊
弉
冉
。
二
神
が
い
る
の

は
、「
八
尋
の
木
の
丸
殿
」
か
。

国
土
万
民
こ
と
〳
〵
く
服
し
つ
れ
と
天
位
は
か
り
に
て
諸
矦

【
八
丁
裏
・
九
丁
表
】
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な
く
て
は
あ
る
へ
か
ら
す
と
、
此
国
を
八
ツ
に
わ
け
て
衆

（
タ
ミ
ク
サ
）萌

の
中
よ
り
有
徳
を
あ
げ
て
国
津つ

神
等
を
生う

み
出
し
、
事

（
コ
ト
ヨ
ザ
シ
）任

給
ふ
。
各
是
名
本
紀
に
見
ゆ
は
、
淡
路
、
伊
豫
、
筑
紫
、
壱

岐
、
対
馬
、
隠
岐
、
佐
渡
嶋
に
大
和
嶋
を
生

（
ウ
ミ
）て
其
神
た
ち
を

任
し
給
ふ
。
こ
れ
を
大
八
州
国
と
云
。
八
州
に
八
伯
あ
る
は

神
代
封
彊
の
始は

し

め
也
。
其
後
国
造
と
云
、
中
頃
は
国
司
と
云
。

今
国
主
城
主
と
云
。
伊
豫
は
今
の
四
国
、
筑つ

く

紫し

は
今
の
九
州
、

大
和
嶋
は
今
の
五
畿
内
の
続つ

ゞ

き
国
を
い
ふ
也
。
各
大
小
異
な

れ
と
も
、
皆
海
を
境さ

か
い
と
す
。
此
嶋
八
州
に
十
五
神
也
。
筑つ

く

紫し

五
国
に
、
伊い

豫よ

四
国
、
外
は
一
州
一
国
な
り
。
其
外
小
嶋
の

神
は
八
州
に
属
す
。
則
附
庸
な
り
。
こ
れ
を
八
州
起
元
と
云
。

八
州
に
磤お

の
こ
ろ

馭
盧
嶋
を
加
へ
て
九
州
。
夏
の
製

（
マ
マ
）に
同
し
。
国
津つ

神
を
生う

み
終お

は
り
て
、
諸
司
百
官
の
神
を
生う

み
あ
げ
給
ふ
。

〈
注
〉

・ 

天
位
ば
か
り
に
て
諸
矦
な
く
て
は
あ
る
べ
か
ら
ず
…
【
七

丁
裏
・
八
丁
表
】
に
引
き
続
き
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
の
〈
国

生
み
〉
を
踏
ま
え
、本
書
で
は
、伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
が
「
国
」

な
ら
ぬ
国
津
神
（
諸
侯
）
を
「
生
み
出
し
」
た
と
す
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
で
は
「
生
む
」
を
「
選
挙
」、

す
な
わ
ち
「
衆
萌
の
中
よ
り
有
徳
を
あ
げ
」
る
こ
と
と
す

る
。

・ 

各
是
本
紀
に
見
ゆ
は
淡
路
…
『
書
紀
』
第
四
段
正
文
で
、

伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
が
「
遘
合
」
し
て
生
ん
だ
と
す
る
島
は
、

「
淡
路
州
」「
大オ

ホ
ヤ
マ
ト
ヨ
ア
キ
ツ
シ
マ

日
本
豊
秋
津
州
」「
伊
豫
」「
筑
紫
」「
隠

岐
州
」「
佐
度
州
」「
越
州
」「
吉
備
子
州
」
の
八
国
。
加

え
て
、「
潮シ

ホ
ノ
ア
ワ沫

」
が
「
凝コ

リ

」
て
「
対
馬
」「
壱
岐
島
」「
所

所
小
嶋
」
が
生
成
し
た
と
言
う
。
本
書
は
「
越
州
」「
吉

備
子
州
」
を
八
州
に
含
め
ず
、「
対
馬
」「
壱
岐
」
を
含
め

る
。
そ
の
理
由
は
、
本
書
が
八
州
を
「
海
を
境
と
す
」
と

す
る
た
め
で
あ
る
。『
古
史
通
』
が
、
例
え
ば
「
越
州
」

に
つ
い
て
「
畿
内
の
地
と
相
連
り
て
別
洲
と
い
ふ
べ
か
ら

ず
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
越
洲
」「
吉
備
子
洲
」
は
他

の
「
洲
」
と
地
続
き
で
あ
る
た
め
、
一
つ
の
「
洲
」
で
は

な
い
と
考
え
た
と
推
定
さ
れ
る
。

・ 

八
州
に
八
伯
あ
る
…
「
伯
」
は
「
首
長
」
の
意
（『
日
本

国
語
大
辞
典
』）
だ
が
、
こ
こ
で
は
『
礼
記
』
上
「
王
制

第
五
」
に
記
さ
れ
る
「
方
伯
」（
諸
侯
の
長
）
の
こ
と
を

指
す
と
思
わ
れ
る
。「
王
制
第
五
」
は
中
国
古
代
の
理
想

的
政
治
制
度
を
記
し
た
章
（
竹
内
照
夫
『
礼
記
』
上
、
明

治
書
院
、
一
九
七
一
）。
そ
の
な
か
に
「
州
コ
ト
ニ

有
リ

p

伯
、

八
州
ニ

八
伯
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
と
推
定
す
る
。
神

代
の
統
治
を
、
中
国
古
代
の
そ
れ
と
同
一
視
し
て
解
釈
す

る
。

・ 

神
代
封
彊
…
「
封
彊
」
は
国
境
の
意
（『
日
本
国
語
大
辞

典
』）。

・ 

其
後
国
造
と
云
、
中
頃
は
国
司
と
云
、
今
国
主
城
主
と
云

…
「
国
造
」
は
律
令
以
前
の
地
方
官
、「
国
司
」
は
令
制

に
お
け
る
地
方
官
、
国
主
・
城
主
は
大
名
の
こ
と
（『
日

本
国
語
大
辞
典
』）。

・ 

伊
豫
は
今
の
四
国
、
筑
紫
は
今
の
九
州
、
大
和
嶋
は
今
の

五
畿
内
の
続
き
国
を
い
ふ
也
…
『
集
解
』
に
「
按
ニ
秋
津

洲
則
チ
今
ノ
大
和
ノ
国
四
方
中
国
之
地
、
伊
予
ノ
二
名
洲
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ハ
則
チ
今
四
国
、
筑
紫
洲
ハ
則
チ
今
ノ
九
州
」
と
あ
る
の

と
同
じ
。

・ 
此
嶋
八
州
に
十
五
神
な
り
…
こ
こ
で
言
う
「
神
」
は
、

「
伯
」
に
従
う
諸
侯
（
国
津
神
）
の
こ
と
か
。
淡
路
、
壱
岐
、

対
馬
、
佐
渡
、
大
和
に
加
え
、
伊
予
の
四
国
、
筑
紫
の
五

国
で
十
五
国
あ
り
、
一
国
に
つ
き
一
神
（
諸
侯
）
が
任
じ

ら
れ
た
と
い
う
意
味
と
推
測
す
る
。

・ 

夏
の
製
…
「
夏
」
は
、
中
国
の
古
代
王
朝
夏
の
こ
と
。
夏

の
時
代
、
禹
王
が
中
国
全
域
を
九
つ
（
九
州
）
に
わ
け
た

こ
と
が
『
書
経
』「
貢
禹
」
に
記
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

本
書
で
は
夏
王
朝
の
制
度
（
夏
制
）
や
、
禹
王
の
功
績
を

例
示
し
つ
つ
神
代
を
説
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
。

〈 

挿
絵
〉
大
八
州
を
描
く
。
鳥
居
は
国
津
神
を
表
す
か
（
た

だ
し
そ
の
数
は
本
文
と
は
合
致
し
な
い
）。

五
穀
の
神
を
生

（
ウ
ミ
）、

田
畑
を
治
め
し
む
。
五
行
の
神
を
生
、
五

【
九
丁
裏
・
十
丁
表
】
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物
五
典
の
官
、
四
時
の
位
に
配
す
。
此
時
、
凡
三
十
五
神
を

生
給
ふ
。
皆
其
徳
を
も
て
官
に
立
。
時
に
伊い

さ
な
み
の

弉
冉
尊
、
火
神

軻か

く

つ

ち

遇
突
智
を
生う

み
給
ふ
。
此
神
悪
逆
に
し
て
謀む

反ほ
ん

を
生
し
、

な
み
の
尊
を
焦や

き
に
せ
ん
と
す
。
尊
は
密ひ

そ

か
に
出い

づ
も雲
の
辺
へ

逃
去
給
ふ
。
こ
れ
を
焦や

か
れ
て
神
去さ

る
と
云
。
な
き
の
尊
、

怒い
か

り
て
十
握つ

か

の
剱
を
も
て
火
神
を
斬

（
サ
ン
ザ
イ
）
罪
し
、
其
領
町
を
わ
け

て
そ
の
子
山
稜
の
神
と
雷
の
神
と
に
給
ふ
。
火
神
の
血
族
八

神
有
。
其
孫
武（

タ
ケ
ミ
カ
ツ
チ
）

甕
槌
の
命
は
鹿
嶋
明
神
、
経（

フ
ツ
ヌ
）津
主
の
命
は
香

取
明
神
に
て
、
各
武
勇
の
将
神
也
。
こ
れ
を
剱つ

る
ぎ
の
血
を
そ
ゝ

き
て
、
神
と
な
る
云

（
マ
マ
）。
な
ぎ
の
尊
怪あ

や

し
み
て
出い

つ
も雲
国
へ
行
て

見
給
ふ
に
、
な
み
の
尊
は
恨う

ら

み
怒い

か

り
て
、
八
品
の
雷
と
云
軍

将
八
人
八
手
に
わ
け
、
な
ぎ
の
尊
を
追お

は
し
む
。
尊
は
十
握つ

か

の
剱け

ん

を
後

う
し
ろ

手
に
振ふ

り
つ
ゝ
、
様さ

ま

々〴
〵

奇
計
を
め
ぐ
ら
し
欺あ

ざ
む
き
逃に

げ
の
び
給
ふ
。
又
八
雷
神
に
千
五
百
人
の
軍
兵
を
そ
へ
て
追お

は
し
む
。
な
ぎ
の
尊
は
桃も

ゝ

の
実み

三
つ
と
云
伏
兵
に
て
、
こ
と

〴
〵
く
追お

ひ
返か

へ

し
給
ふ
。
三
軍
の
将
に
名
を
給
ひ
て
、

大（
オ
ホ
カ
ン
ツ
ミ
）

神
積
の
命
と
云
。

〈
注
〉

・ 

五
穀
の
神
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
二
「
火ホ

ノ

神カ
ミ

軻カ

遇ク

突ツ

智チ

」
と
「
土

ツ
チ
ノ

神カ
ミ

埴ハ
ニ

山ヤ
マ

姫ヒ
メ

」
と
の
間
に
「
稚ワ

カ
ム
ス
ビ

産
霊
」
が
生
ま

れ
た
と
い
う
説
を
踏
ま
え
る
か
。「
稚
産
霊
」
は
、「
臍

ホ
ソ
ノ

中ナ
カ

」
に
「
五

イ
ツ
ク
サ
ノ
タ
ナ
ツ
モ
ノ

穀
」
が
生
じ
た
神
。

・ 

五
行
の
神
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
二
で
は
、
伊
弉
冉
尊

が
「
火
神
軻
遇
突
智
」、「
土
神
埴
山
姫
」、「
水

ミ
ツ
ノ

神カ
ミ

罔ミ
ヅ
ハ
ノ
メ

象
女
」

の
三
神
を
生
み
、
ま
た
、
同
段
一
書
第
四
で
は
、
こ
の
三

神
に
加
え
て
「
金カ

ナ

山ヤ
マ

彦ヒ
コ

」
を
生
ん
だ
と
す
る
。
こ
の
記
述

に
つ
い
て
、『
惟
足
抄
』
は
、「
此
段
五
行
相
生
ノ
コ
ト
ヲ

説
タ
ル
所
也
」
と
解
説
す
る
。

・
五
物
五
典
の
官
…
未
詳
。

・ 

四
時
の
位
…
四
時
は
四
季
の
こ
と
。『
惟
足
抄
』
で
は
、

前
述
の
「
五
行
相
生
」
に
関
連
し
て
五
行
に
「
四
時
を
「
分

配
ス
」
る
こ
と
を
述
べ
、「
伊
弉
冉
の
御
死
去
の
事
ヲ
云

イ
ナ
ガ
ラ
天
人
一
致
ノ
理
ヲ
顕
シ
メ
、
四
季
五
行
ノ
理
ヲ

云
イ
天
地
運
行
シ
テ
生
々
ノ
理
備
ル
所
ヲ
ト
ケ
リ
」
と
す

る
。
本
書
で
も
『
書
紀
』
の
当
該
箇
所
に
五
行
、
四
時
が

説
か
れ
て
い
る
と
考
え
た
上
で
、
そ
れ
を
官
位
と
捉
え
直

し
て
提
示
す
る
。

・ 

火
神
軻
遇
突
智
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
二
、
第
四
、

第
六
で
、
伊
弉
冉
か
ら
生
ま
れ
た
神
。
伊
弉
冉
は
こ
の
神

を
生
ん
だ
時
に
「
焦
（
灼
）」
か
れ
た
。
本
書
で
は
「
謀
反
」

を
起
こ
し
た
と
す
る
。

・ 

焦
か
れ
て
神
去
る
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
二
「
次
ニ

生ムw

火ホ
ノ

神カ
ミ

軻カ

遇ク

突ツ

智チ

ヲ

。
時
ニ

伊
弉
冉ノ

尊ト

為メ
ニ

w

軻カ

遇グ

突ツ

智チ
ノz

所レ

テ

p

焦ヤ
カ

而

終
カ
ン
サ
リ
マ
シ
ヌ

矣
」、
一
書
第
三
「
伊
弉
冉ノ

尊ト

生ムw

火ホ
ノ

産ム
ス
ビ霊
ヲ

q

時
ニ

為メ
ニ

p

子
ノ

所レ
テ

p

焦ヤ
カ

而
神

カ
ン
サ
リ
マ
シ
ヌ

退
矣
。
亦
云フw

神カ
ミ

避サ
ル
ト

q

矣
」

一
書
第
五
「
伊
弉
冉ノ

尊ト

。
生ウ

ムw

火
ノ

神
ヲ

q

。
時
ニ

被レ

テ

p

灼ヤ
カ

而
神カ

ン

退サ
リ

去マ
シ
ヌ

矣
」、
一
書
第
六
「
至リ
テ

w

於
火
神
軻
遇
突
智
之
生ル

ヽ
ニ

q
也
。
其ノ

母イ
ロ
ハ

伊
弉
冉
ノ

尊
。
見レ
テ

p

焦ヤ
カ

而
化カ

ン
サ
リ
マ
シ
ヌ

去
」
を
踏
ま
え
た

も
の
。
カ
ン
サ
リ
の
意
味
に
つ
い
て
、
例
え
ば
忌
部
正
通

『
神
代
口
訣
』（
貞
治
五
年
〈
一
三
六
六
〉
成
、
以
下
『
口

訣
』）
で
は
「
神
退
」
を
「
死
去
之
謂
」、「
神
避
」
を
「
逃

之
謂
」
と
解
説
す
る
が
、
本
書
で
は
逃
げ
る
と
解
釈
す
る
。
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ま
た
、『
書
紀
』
で
は
、
カ
ン
サ
リ
し
た
伊
弉
冉
は

「
黄ヨ

モ
ツ
ク
ニ泉
」
へ
行
く
の
だ
が
、
本
書
で
は
『
古
事
記
』
に
「
所

謂ル

黄
泉
比
良
坂
者ハ

。
今
謂フw

出
雲
ノ

国
之
伊イ

賦ブ

夜ヤ

坂ザ
ヲ

q

也
。」

と
あ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、出
雲
国
へ
行
っ
た
と
す
る
。

・ 

そ
の
子
山
稜
の
神
と
、
雷
の
神
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書

第
七
、
伊
弉
諾
が
軻
遇
突
智
を
「
三
段
」
に
斬
っ
た
と
き
、

「
其ノ

一ヒ
ト
キ
タ段

ハ

。是レ

為ナ
ルq

雷イ
カ
ツ
チ
ノ
カ
ミ

神
ト

w

。一ヒ
ト
キ
タ段

ハ

。是レ

為w

大オ
ホ

山ヤ
マ

祇ツ
ミ
ノ

神
ト

q

。

一ヒ
ト
キ
ダ段
ハ

。
是レ

為ナ
ルw
高タ

カ

龗オ
カ
ミト

q

。」
を
踏
ま
え
る
。『
書
紀
』
で
は
、

斬
ら
れ
た
一
段
一
段
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
神
が
生
ま
れ
た
と
す

る
が
、
本
書
で
は
「
子
」
と
す
る
。
三
神
の
う
ち
、「
高
龗
」

を
除
い
た
理
由
は
不
明
。

・ 

火
神
の
血
族
、
八
神
有
…
『
書
紀
』
一
書
第
六
・
第
七
・

第
八
で
は
、
伊
弉
諾
に
斬
ら
れ
た
軻
遇
突
智
の
血
か
ら

神
々
が
生
ま
れ
た
と
す
る
。
本
書
で
は
こ
れ
ら
の
神
々
を

「
血0

族
」
と
解
釈
し
た
と
推
測
す
る
が
、
八
神
が
具
体
的

に
ど
の
神
を
指
す
か
は
不
明
。

・ 

其
孫
武
甕
槌
の
命
は
鹿
嶋
明
神
、
経
津
主
の
命
は
香
取
明

神
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
六
で
は
、
軻
遇
突
智
の
血

か
ら
生
ま
れ
た
甕
速
日
神
を
「
武
甕
槌
命
之
祖ヲ

ヤ

」、
五
百

箇
磐
石
を
「
経
津
主
命
之
祖ミ

ヲ
ヤ」
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
本
書

で
は
武
甕
槌
、
経
津
主
を
軻
遇
突
智
の
「
孫
」
と
し
た
。

鹿
嶋
明
神
は
茨
城
県
鹿
嶋
市
に
あ
る
鹿
島
神
宮
、
香
取
明

神
は
茨
城
県
常
総
市
に
あ
る
香
取
神
宮
の
こ
と
。
両
神
が

両
神
宮
の
祭
神
で
あ
る
こ
と
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』（
延

喜
初
年
〈
九
〇
一
〉
以
前
成
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。

・ 

剣
の
血
を
そ
ゝ
ぎ
て
神
と
な
る
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書

第
六
「
復タ

剣
ツ
ル
ギ
ノ

鐔ツ
ミ
ハヨ
リ

垂
シ
タ
ヾ
ル

血チ

。
激ト

バ
シ
リ越
テ

為ルp

神カ
ミ
ト

」
を
踏
ま
え

る
。
血
か
ら
神
が
生
じ
た
と
い
う
意
味
だ
が
、
本
書
で
は

火
神
の
「
血
族
」
か
ら
神
に
な
る
者
が
現
れ
た
と
す
る
。

・ 

八
品
の
雷
と
云
う
軍
将
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
九
、

伊
弉
冉
を
追
っ
て
黄
泉
へ
趣
い
た
伊
弉
諾
が
、
伊
弉
冉
の

姿
を
見
た
た
め
に
「
八ヤ

ク
サ
ノ
イ
カ
ツ
チ

色
雷
公
」
に
追
わ
れ
る
と
い
う
説

話
を
踏
ま
え
る
。
さ
ら
に
本
書
で
は
こ
の
「
八
色
雷
公
」

を
八
人
の
軍
将
と
捉
え
る
。

・ 

又
は
雷
神
に
千
五
百
人
の
軍
兵
を
そ
へ
て
追
は
し
む
…

『
古
史
通
』
に
「
其
八
雷
神
に
千
五
百
の
黄ヨ

モ
ツ泉

軍イ
ク
サ

副ソ
ヘ

て
追

し
め
、
み
づ
か
ら
も
追
来
り
ま
す
」
と
あ
る
の
を
参
照
す

る
。こ
こ
で
「
千
五
百
」
と
い
う
数
が
出
る
の
は
、『
書
紀
』

第
五
段
一
書
第
六
、「
黄ヨ

モ
ツ泉
比ヒ

良ラ

坂サ
カ

」
に
お
い
て
伊
弉
冉

が
「
愛

ウ
ル
ハ
シ
キ

也
吾ア

カ

夫ナ
セ
ノ
ミ
コ
ト
君
。
言

ノ
ト
マ
ハ
ヽw

如カ

此クq

者
。
吾レ

當ニ

縊ク
ビ
リ-w

殺
コ
ロ
サ
ン

汝イ
マ
シ
カ

所シ
ラ
ス
ル治
国ノ

民ヒ
ト
ク
サ。
日ヒ

ト
ヒニ

将
千チ

カ
ウ
ベ頭
ヲ

q

」
と
言
っ
た
の
に
対
し
、

伊
弉
諾
が
「
愛

ウ
ル
ハ
シ
キ

也
吾

ワ
カ
ナ
ニ
モ
ノ
ミ
コ
ト

妹
。
言

ノ
タ
マ
ハ
ヽw

如カ

ク此q

者
。
吾レ
ハ

則チ

當
ニ

産
ウ
マ
シ
メ
ンw

日ヒ
ト
ヒニ

将
千チ

カ
ウ
ベ
ア
マ
リ
イ
ホ
カ
ウ
ベ

五
百
頭
ヲ

q

」
と
答
え
た
こ
と
に
拠
る
。

・ 

桃
の
美
三
つ
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
九
に
、
伊
弉
諾

が
「
八
色
雷
公
」
に
追
わ
れ
た
際
、
道
ば
た
の
「
大

オ
ホ
キ
ナ
ル
モ
ヽ
ノ
キ

桃
樹
」

の
実
を
採
っ
て
投
げ
た
と
こ
ろ
、
雷
た
ち
が
逃
げ
帰
っ
た

と
あ
る
。
一
方
、『
古
事
記
』
で
は
「
桃モ

ヽ
ノ
ミ子

三ミ

ツ箇
」
を
投

げ
て
撃
退
す
る
。
本
書
で
は
こ
の
桃
の
実
を
「
三
軍
の
将
」

と
捉
え
、
伊
弉
冉
の
「
八
色
雷
公
」
軍
と
、
そ
れ
を
迎
撃

す
る
伊
弉
諾
の
「
桃
の
実
三
つ
」
軍
の
戦
い
と
説
く
。

・ 

大
神
積
の
命
…
『
古
事
記
』
で
、
桃
の
実
に
救
わ
れ
た
伊

弉
諾
（
伊
邪
那
岐
）
が
、
そ
れ
に
「
意オ

ホ

カ

ム

ツ

ミ

ノ

富
加
牟
豆
美
命
」
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と
名
付
け
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
。

〈
挿
絵
〉「
八
品
の
雷
」（
右
）
と
戦
う
伊
弉
諾
（
左
）

な
み
の
尊
、
自み

づ
か
ら
千
五
百
の
兵
を
ひ
い
て
出
、
戦た

ゝ
か
は
ん
と
す
。

な
ぎ
の
尊
、
千
引
の
岩
と
云
千
人
の
兵
を
平
坂
の
坂
口
に
立た

て
ゝ
待
、
防ふ

せ

ぎ
給
ふ
。
時
に
、
な
み
の
尊
の
玉
は
く
、
我わ

れ

は

汝
が
国
人
千
人
の
兵
を
今
日
の
う
ち
に
殺こ

ろ

さ
ん
と
。
な
ぎ
の

尊
答こ

た

へ
給
ふ
は
、
吾
は
ま
た
爾

（
イ
マ
シ
）が

国
人
千
五
百
人
を
今け

ふ日
の

う
ち
生う

み
助た

す

け
ん
と
也
。
其
心
は
、
和
睦ぼ

く

し
て
し
か
る
べ
し

と
也
。
此
処
は
出い

づ
も雲

の
辺へ

ん

也
。
千
引
の
軍
将
は
道ち

か
へ
し
の返

大
神
と

名
を
給
へ
り
。
な
み
の
尊
は
つ
い
に
出い

づ
も雲
伯ほ

う
き耆
の
堺

さ
か
い

比び

婆は

の

山
に
葬
る
。
養
老
の
頃
に
至
て
、
雲
州
熊く

ま

野
の
有
馬
に
葬
給

ふ
と
云
。
雲
州
佐
陀
の
神
社
こ
れ
な
り
。
ま
た
紀
州
に
祀ま

つ

り

て
熊
野
本
宮
太
神
と
い
ふ
。

〈
注
〉

・ 

千
引
の
岩
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
六
で
は
、
伊
弉
冉
に

追
わ
れ
た
伊
弉
諾
が
「
泉
津
平
坂
」
を
「
千チ

ビ

キ

ノ

イ

ハ

人
所
引
磐
石
」

で
塞
い
だ
と
す
る
。
本
書
で
は
、
こ
れ
を
千
人
の
兵
と
捉

え
、
前
述
の
よ
う
に
伊
弉
諾
と
伊
弉
冉
が
そ
れ
ぞ
れ
兵
を

率
い
て
戦
っ
た
と
す
る
。

・ 

黄
泉
平
坂
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
六
で
、
伊
弉
諾
が

「
絶コ

ト
ト妻
之
誓
」（
妻
と
絶
縁
）
す
る
場
。「
泉
津
平
坂
」
と

表
記
す
る
。
ま
た
、
同
段
一
書
第
十
で
は
「
泉
平
坂
」
で

二
神
が
「
相

ア
イ
ア
ラ
ソ
フ
闘
」
と
さ
れ
る
。

・ 

吾
は
汝
が
国
千
人
の
兵
を
今
日
の
う
ち
に
殺
さ
ん
…
『
書

紀
』
第
五
段
一
書
第
六
、「
泉
津
平
坂
」
で
伊
弉
諾
と
対

峙
し
た
伊
弉
冉
の
言
「
愛
也
吾
夫
君
。
言w

如
此q

者
。
吾

當
縊-w

殺
汝
所
治
国
民
。
日
将
千
頭q

」
を
踏
ま
え
る
。
本

書
の
「
千
人
の
兵
」
は
、
前
述
の
通
り
、
伊
弉
諾
の
「
千

引
の
岩
」
軍
「
千
人
」
の
こ
と
。

・ 

吾
は
ま
た
爾
が
国
人
千
五
百
人
を
今
日
の
う
ち
生
み
助
け

ん
と
也
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
六
の
伊
弉
諾
の
言

「
愛
也
吾
妹
。
言w

如
此q

者
。
吾
則
當
産w

日
将
千
五
百

頭q
」
を
踏
ま
え
る
。『
古
事
記
』
に
「
是
ヲ

以
テ

一
日
ニ

必

千チ
タ
リ人

死マ
カ
レト
モ

、
一
日
ニ

必
千チ

イ

ヲ

タ

リ

五
百
人
生
ル

也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

前
述
の
伊
弉
冉
と
こ
の
伊
弉
諾
の
や
り
と
り
は
、
人
の
生

死
と
関
連
付
け
て
解
釈
さ
れ
る
。対
し
て
本
書
で
は
、「
千

五
百
人
」
の
兵
を
率
い
た
伊
弉
冉
と
「
千
人
の
兵
」
を
率

【
十
丁
裏
】
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い
る
伊
弉
諾
と
の
争
い
と
し
て
捉
え
る
。「
生
み
助
け
る
」

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
を
指
す
か
は
不
明
だ
が
、

そ
の
後
の
本
文
に
「
其
心
は
、
和
睦
し
て
し
か
る
べ
し
と

也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
伊
弉
諾
が
、
伊
弉
冉
の
兵
と
争

わ
な
い
意
志
を
表
明
し
た
言
葉
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。

・ 

此
処
は
出
雲
の
辺
也
…
前
述
の
通
り
、『
古
事
記
』
で
は

「
黄
津
平
坂
」
が
出
雲
国
に
あ
る
と
す
る
。

・ 

道
返
の
大
神
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
六
で
「
泉
津
平

坂
」
を
塞
い
だ
「
磐イ

ハ
ト石
」
の
名
（「
道チ

ガ
ヘ
シ
ノ返
大オ

ホ
ン
カ
ミ神
」）。「
泉ヨ

ミ
ド
ニ門

塞フ
サ
カ
リ
マ
ス

大オ
ホ
ン
カ
ミ神
」
と
も
。
本
書
で
は
「
磐
石
」
で
は
な
く
「
軍

将
」
と
捉
え
る
。

・ 

出
雲
伯
耆
の
堺
比
婆
山
に
葬
る
。
養
老
の
頃
に
至
て
、
雲

州
熊
野
の
有
馬
に
葬
給
ふ
と
云
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書

第
五
で
は
「
神
退
去
」
し
た
伊
弉
冉
を
「
紀
伊
国
熊
野
有

馬
村
」
に
「
葬
」
っ
た
と
す
る
。
一
方
『
古
事
記
』
は
「
出

雲
ノ

国
ト

與
ノ

w

伯
伎
ノ

国q

堺サ
カ
ヒノ

比ヒ

波ハ

之ノ

山
」
に
葬
っ
た
と
す

る
。
こ
の
二
つ
の
異
な
る
説
を
踏
ま
え
、
本
書
で
は
、
ま

ず
比
婆
山
に
葬
ら
れ
、『
書
紀
』
が
成
立
し
た
「
養
老
の

頃
」
に
有
馬
村
へ
改
め
て
葬
ら
れ
た
と
解
釈
す
る
。

・ 

佐
陀
神
社
…
島
根
県
松
江
市
に
あ
る
佐
太
神
社
の
こ
と
。

・ 

熊
野
本
宮
太
神
…
『
風
葉
集
』
で
は
『
延
喜
神
祇
式
』
を

引
用
し
て
伊
弉
冉
が
「
出
雲
国
意
宇
郡
熊
野
坐
神
社
」「
紀

伊
国
牟
婁
郡
熊
野
坐
早
玉
神
社
」「
熊
野
坐
神
社
」
に
祀

ら
れ
た
と
注
す
る
。

〈 

挿
絵
〉
平
坂
で
和
睦
す
る
伊
弉
諾
（
左
上
）
と
伊
弉
冉

（
右
下
）

【
引
用
元
一
覧
】
＊
『
真
素
民
農
鏡
』
を
除
く

・ 『
絵
本
年
代
記
』
…
東
京
大
学
文
学
部
宗
教
学
研
究
室
本
（
国
文
研
マ
イ

ク
ロ357-0133-002

）

・ 『
牛
馬
問
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
鵜
飼
文
庫
本
（
国
文
研
マ
イ
ク
ロ

96-1022-1~47

）

・ 『
古
事
記
』
…
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
山
内
文
庫
（
国
文
研
マ
イ

ク
ロ099-2035002

）
＊
元
禄
七
年
〈
一
六
九
四
〉
刊
本

・ 『
古
史
通
』
…
『
新
井
白
石
全
集
』
第
三
巻
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
七
）

・ 『
書
紀
集
解
』
…
東
京
大
学
文
学
部
宗
教
学
研
究
室
本
（
国
文
研
マ
イ
ク

ロ357-0043-004

）

・ 『
神
書
考
説
』
…
東
京
大
学
文
学
部
宗
教
学
研
究
室
本
（
国
文
研
マ
イ
ク

ロ357-0038-004

）

・ 『
神
代
口
訣
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
本
（ﾔ

2-22-1

）

・ 『
神
代
巻
惟
足
抄
』
…
東
北
大
学
附
属
図
書
館
本
（
国
文
研
マ
イ
ク
ロ

D
IG

-T
H

K
K

-20369

）

・ 『
神
代
巻
直
指
詳
解
』
…
國
學
院
大
学
図
書
館
河
野
省
三
記
念
文
庫
本

（
国
文
研
マ
イ
ク
ロD

IG
-K

O
K

G
-00010

）

・ 『
神
代
巻
白
蘞
伝
』
…
東
京
大
学
文
学
部
宗
教
学
研
究
室
本
（
国
文
研
マ

イ
ク
ロ357-0045-003

）

・ 『
神
代
巻
風
葉
集
』
…
『
山
崎
闇
斎
』
上
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九

七
九
）

・ 『
神
道
伝
授
』
…
『
神
道
大
系
』
論
説
編
二
〇
（
神
道
体
系
編
纂
会
、
一

九
八
八
）

・ 『
神
皇
正
統
記
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
本
（ﾔ

2-137-1

）
＊
慶
安
二
年
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（
一
六
四
九
）
刊
本

・ 『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
…
愛
媛
大
学
鈴
鹿
文
庫
本
（
国
文
研
マ
イ
ク
ロ

D
IG

-E
M

SK
-00202

）
＊
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
刊
本

・ 『
日
本
書
紀
纂
疏
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
鵜
飼
文
庫
本
（96-686-1

）

＊
刊
年
不
明
刊
本

・ 『
日
本
書
紀
通
証
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
本
（ﾔ

2-12-1

）

・ 『
本
朝
年
代
記
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
本
（ﾔ

1-74-1~6

）

・ 『
礼
記
』
…
岩
国
徴
古
館
本
（
国
文
研
マ
イ
ク
ロ049-0186-002

）
＊
安

永
八
年
（
一
七
七
九
）
刊
本

・ 『
烈
子
』（『
烈
子
鬳
斎
口
義
』）
…
江
戸
東
京
博
物
館
本
（
国
文
研
マ
イ

ク
ロD

IG
-E

D
O

M
-10422

）

＊
適
宜
句
読
点
を
付
し
、
振
り
仮
名
を
省
略
し
た
。

〈
付
記
〉 　

画
像
の
掲
載
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
東
京
都
立
中
央
図
書
館
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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